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〇　 学校が、いじ め防止等の対策を 確実に推進し 、子供たちが心豊かに安全で安心な

学校生活を 送れる よ う にする ためには、常に緊張感を も っ て自校の取組を 点検し 、

不断の検証を行う こ と が不可欠である 。

〇　 東京都教育委員会は、「 いじ め総合対策【 第３ 次】」 の推進状況を把握する ために、

毎年度、６ 月と 11月のふれあい（ いじ め防止強化） 月間において、調査を実施し 、学

校における 取組の課題を明ら かにし 、改善策を示し ていく 。

〇　 ま た、こ れに併せて、東京都教育委員会は、学校が組織的にいじ め問題の解決に

取り 組み、成果を 上げた事例を 収集し 、その取組が多く の学校で共有さ れる よ う 情

報発信をし ていく 。

〇　 こ う し た年度ごと の取組の検証を 通し て、全ての公立学校の教職員が、対応力や

指導力を高め、自信をも っていじ め問題に対峙でき る よ う にする 。

〇　 こ の「 いじ め総合対策【 第３ 次】 」 は、 東京都いじ め防止対策推進条例第11条に

基づき 設置さ れた「 第５ 期東京都教育委員会いじ め問題対策委員会」 から の答申を踏

ま えて、 策定し たも のである 。

〇　 「 いじ め総合対策【 第３ 次】 」 の改訂については、 国の動向や東京都公立学校の

いじ め問題に関する 実態、 今後の「 東京都教育委員会いじ め問題対策委員会」 の答申

等を踏ま えて、 令和11年３ 月を目途に行う 。

教職員一人一人が、いじ め総合対策【 第３ 次】 上下巻の内容を 理解し 、実行し

ていく ために、次のこ と を理解し ておきまし ょ う 。

〇　 上巻３ ページから ５ ページ

いじ め問題への対応も 含め、児童・ 生徒の発達を 支える 教職員が、生活指

導の基本を 確認する ために、生徒指導提要（ 令和４ 年1 2 月　 文部科学省） の

概要を記載し ている 。

〇　 上巻６ ページ

いじ め問題やいじ め防止について、子供が主体と なっ て考える こ と ができ

る よ う な場を、各校、各学級で実施し ていく こ と ができ る よ う に、東京都教育

委員会で実施し ている「 高校生いじ め防止協議会」 の概要を記載し ている 。

「 いじ め総合対策【 第３ 次】」 の推進にあたり

「 いじ め総合対策【 第３ 次】」 の見直し について
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生徒指導提要（ 令和４ 年 12 月　 文部科学省） で示さ れている 生徒指導の目的を 理解し、 児童・ 生

徒一人一人がいじ め問題について考え、 いじ め防止について考える こ と ができ る よ う 、 平時から

の取組について見直し ま し ょ う 。

　 　 生徒指導の目的を達成するために1

 生徒指導の定義 
生徒指導とは、児童・生徒が、社会の中で

自分らしく生きることができる存在へと、自

発的・主体的に成長や発達する過程を支える

教育活動のことである。なお、生徒指導上の

課題に対応するために、必要に応じて指導や

援助を行う。 

生徒指導は、児童・生徒一人一人の個性の

発見とよさや可能性の伸長と社会的資質・能

力の発達を支えると同時に、自己の幸福追求

と社会に受け入れられる自己実現を支えるこ

とを目的とする。 

生徒指導の目的 

児童・生徒一人一人が 自己指導能力 を身に付けることが重要 
※ 児童生徒が、深い自己理解に基づき、「何をしたいのか」、「何をするべきか」、主体的に問題や課題を発見し、自己の目標を選択・

設定して、この目標の達成のため、 自発的、自律的、かつ、他者の主体性を尊重しながら、自らの行動を決断し、実行する力 

※ 

自己存在感の感受 

○ 「自分も一人の人間として大切にされている」

という自己存在感を、児童・生徒が実感すること

が大切 

○ 自己肯定感や自己有用感を育むことも極めて重要  

共感的な人間関係の育成 

○ 失敗を恐れない、間違いやできないことを笑わ

ない、むしろ、なぜそう思ったのか、どうすれば

できるようになるのかを皆で考える支持的で創造

的な学級・ホームルームづくりが生徒指導の土台 

自己決定の場の提供 

○ 授業場面で自らの意見を述べる、観察・実験・

調べ学習等を通じて自己の仮説を検証してレポー

トする等、自ら考え、選択し、決定する、あるい

は発表する、制作する等の体験が何より重要 

安全・安心な風土の醸成 

○ お互いの個性や多様性を認め合い、安心して授

業や学校生活が送れるような風土を、教職員の支

援の下で、児童・生徒自らがつくり上げるように

することが大切 

教職員の 児童・生徒理解 が鍵 

〇 心理面、学習面、社会面、健康面、進路面、家庭面からの総総合合的的なな児児童童・・生生徒徒理理解解 

〇 学級・ホームルーム担任による日頃のきめ細かい観観察察力力にによよるる児児童童・・生生徒徒理理解解 

〇 学年担当、教科担任、部活動等の顧問等による複眼的な広広いい視視野野かかららのの児児童童・・生生徒徒理理解解 

〇 養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の専専門門的的なな立立場場かかららのの  

児児童童・・生生徒徒理理解解 

〇 生活実態調査、いじめアンケート調査等の調査データに基づく客客観観的的なな児児童童・・生生徒徒理理解解 

〇 教育相談では、児童生徒の声を、受容・傾聴し、相手の立場に寄り添って理解しようとする 

共共感感的的なな児児童童・・生生徒徒理理解解  

【参考】 〇 年間計画例 

学校における平時からの備えについて 

いじめの重大事態に対する平時からの備えについて、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライ

ン チェックリスト（文部科学省 令和６年８月）」を活用し、確実に対応をする。 

〇 学校における平時からの備え 
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子供自身がいじ め問題への理解を深め、自ら考えて行動できるよう にするための取組3

6

高校生いじ め防止協議会において提言さ れた子供の意見





8 目　 次

目 次 c o n t e n t s

いじ め防止の取組を推進する６ 点のポイント 　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   14

いじめ防止において必ず取り 組む１８ の項目　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

６（ ポイント ）×４（ 段階）の具体的な取組　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

４ 段階の具体的な取組　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

１　 未然防止　 ～いじめを生まない、許さ ない学校づく り～

（ １ ）子供が安心して生活できる学級・ 学校風土の創出　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

（ ２ ）教職員の意識向上と 組織的対応の徹底　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

（ ３ ）いじめを許さない指導の充実　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

（ ４ ）子供が主体的に行動しようとする意識や態度の育成（「 自己指導能力」の育成）　  37

（ ５ ）保護者、地域、関係機関等との共通理解の形成　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

２　 早期発見　 ～いじめを初期段階で「 見える化」できる学校づく り～

（ １ ）「 いじめ」の定義の正しい理解に基づく確実な認知　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

（ ２ ）子供の様子から初期段階のいじめを素早く察知　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

（ ３ ）全ての教職員による子供の状況把握　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50

（ ４ ）子供からの訴えを確実に受け止める体制の構築　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

（ ５ ）保護者、地域、関係機関等からの情報提供や通報　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

第１章

第２章

はじ めに

学校の取組第　 　    部1

上　 巻  ［ 学校の取組編］

「 いじめ総合対策【 第３ 次】」の推進にあたり ／「 いじめ総合対策【 第３ 次】」の見直しについて　・・・・・・・２

生徒指導の目的を達成するために　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

生徒指導の４ 層構造といじめの重層的支援構造　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

子供自身がいじめ問題への理解を深め、自ら考えて行動できるようにするための取組　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６



9目　 次

３　 早期対応　 ～いじめを解消し 、安心して生活できるようにする学校づく り～

（ １ ）「 学校いじめ対策委員会」を核とした対応の徹底　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61

（ ２ ）被害の子供が感じる心身の苦痛の程度に応じた対応例　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63

（ ３ ）加害の子供の行為の重大性の程度に応じた指導例　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64

（ ４ ）重大事態につながらないようにするための対応　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66

（ ５ ）所管教育委員会への報告及び所管教育委員会による支援　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71

4 　 重大事態への対処　 ～問題を明らかにし 、いじ めを繰り 返さ ない学校づく り ～

（ １ ）重大事態発生の判断　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75

（ ２ ）被害の子供の安全確保、不安解消のための支援　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78

（ ３ ）加害の子供の更生に向けた指導及び支援　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80

（ ４ ）他の保護者、地域住民、関係機関等との連携による問題解決　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83

（ ５ ）いじめ防止対策推進法に基づく調査の実施と結果報告　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84



10 目　 次

目 次 c o n t e n t s

資　 料第　 　    部2

1 　 学校いじめ対策委員会を核とした組織的対応

（ １ ）年間計画例　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100

（ ２ ）いじめ防止の推進における学校、家庭、地域住民、関係機関等の役割　 ・・・・ 102

（ ３ ）ふれあい月間「 学校シート 」を活用したＰＤＣＡサイクルによる評価・ 改善　・・・ 104

2 　 アンケート 、チェックリスト 例

（ １ ）教職員向けチェックリスト 例　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108

（ ２ ）児童・ 生徒向けアンケート チェックリスト 例　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109

（ ３ ）生活意識調査例　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 110

3 　 教育相談

（ １ ）「 ＳＯＳの出し方に関する教育」の推進　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114

（ ２ ）考えよう！いじめ・ ＳＮＳ＠Ｔｏｋｙｏ 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117

（ ３ ）相談窓口紹介カード 　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 118

（ ４ ）児童・ 生徒、家庭への相談窓口の案内　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118

（ ５ ）スクールカウンセラーによる全員面接等の進め方　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・119

（ 6）子供の不安や悩みの受け止め方に関する保護者向けリ ーフレット 　 ・・・・・・・・・・・ 125

（ 7）いじめのサイン発見シート 　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 126

4 　ＳＮＳ東京ルール

「 ＳＮＳ東京ルール」の改訂について　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127

5 　 地域、関係機関と の連携

（ １ ）学校サポート チームの活用　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 128

（ ２ ）警視庁と東京都教育庁との連絡会議申合せ事項　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 130

（ ３ ）学校等において生じる可能性のある、いじめに関連する犯罪行為等について　  133



11目　 次

6 　 法、条例、規則等

（ １ ）いじめ防止対策推進法　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 135

（ ２ ）いじめ防止対策推進法案に対する附帯決議　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・141

（ ３ ）いじめの防止等のための基本的な方針　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・141

（ ４ ）いじめの重大事態の調査に関するガイドライン　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・141

（ ５ ）東京都いじめ防止対策推進条例　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・142

（ ６ ）東京都いじめ問題対策連絡協議会規則　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・144

（ ７ ）東京都教育委員会いじめ問題対策委員会規則　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・144

（ ８ ）東京都いじめ問題調査委員会規則　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・145

（ ９ ）東京都いじめ防止対策推進基本方針　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・146

（ 10）いじめ防止対策推進法条文と東京都いじめ防止対策推進条例について　 ・・ 149

（ 11）いじめ防止対策推進法と東京都いじめ防止対策推進条例の規定について　 ・・ 160

（ 12）東京都いじめ防止対策推進条例における都立学校・ 私立学校・ 区市町村立学校の関係　・・・・ 161

（ 13）東京都におけるいじめ防止等の対策の概要　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162

 第５ 部 いじめについて学校と 共に考える「 保護者プログラ ム」

 第１ 章 「 保護者プログラム」の概要

 第２ 章 保護者プログラム

 １  学校いじめ防止基本方針

 ２  いじめの早期発見

 ３  相談しやすい環境づくり

 ４  いじめへの対処

 ５  インターネット 上でのいじめ

 第６ 部 いじめ問題解決のための「 地域プログラム」

 第１ 章 「 地域プログラムの概要」

 第２ 章 地域プログラム

下　 巻 [実践プログラム編] 目次（ 概要）

 第３ 部 いじめ防止のための「 学習プログラム」

 第１ 章 「 学習プログラム」の概要

 第２ 章 「 学習プログラム」の指導内容一覧

 第３ 章 学習プログラム

 １  いじめをしない、させない、許さないための意識の醸成

 ２  互いの個性の理解

 ３  望ましい人間関係の構築

 ４  規範意識の醸成

 第４ 部 いじめ問題解決のための「 教員研修プログラム」

 第１ 章 「 教員研修プログラム」の概要

 第２ 章 教員研修プログラム

 研修１  「 いじめ」の定義の確実な理解

 研修２  「 学校いじめ防止基本方針」に基づく確実な取組の推進

 研修３  いじめ問題の解消に向けた組織的な取組

 研修４  いじめを生まない環境づくり

 研修５  専門家等の知見を活用したいじめ防止対策及び早期解決への取組

 研修６  いじめの未然防止に向けた関係機関等との連携

 研修７  「 いじめ」の定義に基づくいじめの認知

 研修８  いじめの早期発見のための情報共有

 研修９  自己の取組を点検するレーダーチャート の活用

 研修10 いじめの解消に向けて効果のあった取組

 第３ 章 いじめ問題への対応事例



12

１ 「 具体的な取組」 の位置付けについて 

◆  本文27ページから 87ページま でに記載さ れている 「 具体的な取組」 は、 全ての学校に

おいて取り 組むべき 内容を指す。 

◆  こ の「 具体的な取組」 については、 その位置付けに応じ て、 以下の８ 点に分類し ている 。  

本文表中の表記 取組の位置付け 

① 法による義務規定 
「 いじ め防止対策推進法」 によ り 、 全ての学校で、 必ず実施す

る よ う 義務付けら れている 取組 

② 法による充実・推進規定 
「 いじ め防止対策推進法」 によ り 、 全ての学校で、 充実・ 推進

を 図る よ う 義務付けら れている 取組 

③
法による必要がある場合の実

施規定 

「 いじ め防止対策推進法」 によ り 、 必要がある 場合に実施する

よ う 示さ れていたり 、 例示さ れていたり する 取組 

④ 全校で実施 
「 いじ め総合対策【 第３ 次】」 によ り 、 全ての学校で、 必ず実

施する よ う 求めている 取組

⑤ 全校で充実・推進 
「 いじ め総合対策【 第３ 次】」 によ り 、 全ての学校で、 充実・

推進を 図る よ う 求めている 取組  

⑥ 各学校で工夫・改善 
「 いじ め総合対策【 第３ 次】」 によ り 、 各学校で工夫・ 改善し

て実施する よ う 求めている 取組  

⑦ 教職員が工夫・改善 
「 いじ め総合対策【 第３ 次】」 によ り 、 一人一人の教職員が工

夫・ 改善し て実施する よ う 求めている 取組  

⑧ 必要に応じて実施  
「 いじ め総合対策【 第３ 次】」 によ り 、 必要に応じ て実施する

よ う 示し ていたり 、 例示し たり し ている 取組  

本文の記載等に関する注釈 

２  「 被害の子供」 、 「 加害の子供」 、 「 周囲の子供」 について 

◆  

 

  

　 本文では、平成26年７ 月策定の「 いじ め総合対策」、平成29年２ 月策定の「 いじ め総合対

策【 第２ 次】」、令和３ 年２ 月策定の「 いじ め総合対策【 第２ 次・ 一部改定】」の表現を引き 継ぎ、

便宜的に、いじ めを受けた子供を「 被害の子供」、いじ めに該当する 行為を行った子供を「 加

害の子供」、いじ めが行われている こ と を見たり 聞いたり し ていた子供を「 周囲の子供」 と

称し ている 。

◆  　 令和６ 年８ 月に、文部科学省が改訂し た「 いじ め重大事態の調査に関する ガイ ド ラ イ ン」

においては、本文と は別に子供の名称について用語が定義さ れている 。

  

◆

  

　 学校は、「 被害の子供」 の受けた苦痛の状況や、「 加害の子供」 の行った行為の重大性等に

応じ て丁寧に対応し 、いじ めの解消を 図る こ と が重要である 。こ の表現を も って、子供を

形式的に「 被害」「 加害」 に分け、一律に対応する こ と を意味する も のではない。 
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いじ め防止の取組を推進する
６ 点のポイ ント

第 1 章

- 8 - 

いじ めは、 子供の生命や心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を 及ぼすも のであり 、

絶対に許さ れない行為である 。

学校は、 いじ めはどの学校でも どの子供にも 起こ り 得ると の認識の下、 教職員が組織的に対応

するこ と が重要である 。 加えて、 保護者、 地域住民、 関係機関等と の緊密な連携によ り 、 いじ め
じ

問題に正面から 対峙し 、 こ れを 解決に導いていかなければなら ない。

 東京都内の全ての公立学校は、「 いじ め防止対策推進法」 を踏ま え、 以下の６ 点のポイ ント を念

頭に、 いじ め防止対策を推進し ていく 必要がある 。

○ 行為を受けた子供が心身の苦痛を 感じ ている場合は、「 いじ め」に該当すると いう「 い

じ め」 の定義に基づき 、 学校と し て確実にいじ めを 認知する こ と が不可欠である 。

○ 全ての教職員が、「 いじ め」 の定義を 正し く 理解し 、 いじ めの件数が多いこ と は問題

である と いう 誤っ た認識を 払拭し 、 一人一人の教職員の鋭敏な感覚によ り 、 どんな軽

微ないじ めを も 見逃さ ずに、 こ れを 的確に認知し ていく 。

○ 軽微な段階でいじ めを 解決に導く ためには、 学級担任等が気付いた子供の気になる

様子や子供同士のト ラ ブルについて、 学校が迅速かつ組織的にその状況を 確認し 、 適

切な役割分担により 対応を行う こ と が不可欠である 。

○ 「 いじ め防止対策推進法」 の規定によ り 、 全ての学校に設置さ れている「 学校いじ め

対策委員会」 の役割を 明確にする。 教職員は、 こ の委員会への報告・ 連絡を欠かさ ずに

行う こ と によ り 、 あら ゆる いじ めに対し て、 教職員が一人で抱え込むこ と のない組織

的な対応を 実現する 。

○ 被害の子供が、「 大人に伝えたら 、 も っと いじ めら れる 」 と 考えたり 、 周囲の子供が

「 自分も いじ めの対象になる 」 と 考えたり する など 、 いじ めについて大人には相談し

づら いと いう 状況を改善するため、 学校・ 家庭・ 地域が連携し て、「 子供が安心し て相

談でき る環境」 を 構築し ていく こ と が必要である 。

○ 子供から の訴えを 確実に受け止め、 相談し た子供が安心し て学校生活を 送る こ と が

でき る よ う にする ため、日常から 、子供の不安や悩みに対し て、スク ールカ ウンセラ ー

等を 含む全ての教職員が、いつでも 相談に応じ る体制を 整備する と と も に、子供から の

SO Sを 受け止める 力を 高める 。 こ れら のこ と によ り 、 子供が教職員を 信頼し て相談で

き る 関係を 築いていく 。

ポイント １  軽微ないじ めも 見逃さ ない  

≪教職員の鋭敏な感覚によるいじ めの認知≫  

ポイント ２  教職員一人で抱え込まず、学校組織全体で一丸と なっ て取り 組む 

≪「 学校いじ め対策委員会」 を核と し た組織的対応≫  

ポイント ３  相談し やすい環境の中で、 いじ めから 子供を守り 通す  

≪学校・ 家庭・ 地域の連携による教育相談体制の充実≫ 

第１ 章 いじ め防止の取組を推進する６ つのポイ ント  
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　 いじ め防止の取組を推進する に当たっては、 次の３ 点について、 教職員はも と よ り 、 保護者、

地域住民、 関係機関等から 十分な理解を得ておく こ と が必要である 。

○ いじ め問題を 解決する ためには、 子供たち 自身が、 いじ めを 自分たちの問題と し て

主体的に考え、 話し 合い、 行動でき るよう にするこ と が重要である 。

○ 　 全ての教育活動を 通じ て、 子供たちの自己肯定感を 育み、望ま し い集団活動の中で、

自尊感情を も てるよ う 適切な指導を 行う と と も に、 日常の授業から 、 子供たち同士の

話合いによ る 合意形成や意思決定の場を 設定し 、 多様性や互いのよ さ を 認め合える

態度や自己指導能力を育成する 。その上で、道徳科や特別活動等の充実を 通し て、子供

た ちが、 いじ めの解決に向けて 、 自ら 考え 、 話し 合い、 行動する 機会を 設定する と

と も に、 教職員が子供の活動を 励ま し 支援し ていく 。

○ いじ め問題を 解決する ためには、 学校は、 被害及び加害の子供の双方の保護者によ

る十分な理解と 協力を 得ながら 対応し ていく こ と が必要である 。

○ 日常から 、 全ての保護者に対し て、「 いじ め」 の定義を踏ま え、 いじ めはど の学校ど

の子供にも 起こ り 得る 問題である こ と を 説明する 、「 学校いじ め防止基本方針」 の内容

を 分かり やすく 伝える など 、 学校と 保護者が一体と なっ て、 いじ めの防止に取り 組ん

でいく こ と ができ るよう にする 。いじ めが認知さ れた場合には、被害・ 加害の双方の保

護者に対し て、「 学校いじ め対策委員会」 による解決に向けた対応方針を 伝えるなど し

て、 信頼関係の下に理解と 協力を 得ら れる よ う 努める 。

 
 ○ いじ め発生の背景が複雑化・ 多様化する 中で、 学校がいじ めを迅速かつ的確に解決

でき る よ う にする ためには、 外部の人材や関係諸機関と 適切に連携し て、 対応する こ

と が必要である 。  

 ○ 学校は、 日常から 、 地域や関係機関等と 「 学校いじ め防止基本方針」 の内容や、 学

校の取組の現状、課題等について情報共有を する 、課題解決に向けた方策について協議

する など 、双方向の関係づく り に努める と と も に、都内全ての公立学校に設置さ れてい

る「 学校サポート チーム」 の機能を明確にする 。 その上で、 定期的な会議や個別事案ご

と の会議を通し て、教職員、Ｐ Ｔ Ａ 、地域住民、警察や児童相談所等の関係機関の職員、

スク ールソ ーシャ ルワーカ ー等が適切に役割を分担し 、被害の子供を 支援し たり 、加害

の子供の反省を 促す指導を 行っ たり する 。

ポイント ４  子供たち自身が、 いじ めについて考え行動できるよう にする

≪自己指導能力、 多様性等を 認め合う 態度の育成≫

ポイント ５  保護者の理解と 協力を得て、 いじ めの解決を図る

≪保護者と の日常から の信頼関係に基づく 取組の推進≫

ポイント ６  社会総がかり でいじ めに対峙する

≪地域住民、 関係機関等と の日常から の連携≫

◆　 いじ めの件数が多いこ と をも って、 その学校や学級に問題がある と いう 捉え方をし ない。

◆　 いじ めの行為の重大性や緊急性（ 加害の子供の故意性、 継続性等を含む。） 及びその行為を受け
た子供の心身の苦痛の程度等、 個々の状況に応じ て、 解決に向けて適切に対応する 必要がある 。

◆　 行為を受けた子供が苦痛を感じ ていない場合であっても 、 加害の行為が、 人権意識を欠く 言動で
ある 場合などには、 法の趣旨を踏ま えた適切な対応が必要である 。

じ
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、

報告

○　 いじ めの事案について、児童・ 生徒の
　 や指導の経過等の情報を、定められた
　 の電子ファイルに入力し 、校内で共有し てい

ポイント 1 ポイント 2

4 4

6 1

5 116 第 1 部



3

被害児童・
生徒や保護者からの
申立てがあったときも

「 重大事態が発生した
ものとして」 対応する

実態
様式
るか。

○　 いじ め対策に関する学校評価の結果を受け、

　 自身や自校の取組を振り 返ったり 、改善を図っ

　 たりし ているか。

ポイント 3

　 子供に対し て、 不安や悩みがある 場合は、 些細なこ と

でも 担任や他の教職員に相談する よ う 指導し ている か。

D VD や動画教材等を活用し た指導

いずれかの学年で年間1 単位時間以上

年間計画に位置付け、全教職員による計画的な指導を

34

3 6

5 2～5 3

3 0～3 3

3 4

3 0

5 1

7 6

10 6
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< 自己指導能力、多様性等を 認め合う 態度を育成 >

3

自己指導能力、 多様性等を 認め合う 態度の育成

ポイント 4 ポイント 5

等

35

3 5

2 7 ～2 8・ 3 7
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警察職員

スク ールソーシャル
ワーカー

学校

児童相談所職員

民生・ 児童委員

保護司

学校便り等での周知

道徳授業地区

公開講座で

じ

社会総がかり でいじ めに対峙する

・
相談

助言
・

ポイント 6

する。

6 7

40 4 1・ 5 7 ～5 8

6 8 ・ 81

住民

住民
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（「 居場所づくり」と「 きずなづくり」）

地域住民、ふれあい（ いじ め防止強化）

を把握する

等の実施

「 相談窓口紹介カード 」

偏見や差別、
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地域住民、ふれあい（ いじ め防止強化）

を把握する

等の実施

「 相談窓口紹介カード 」

偏見や差別、



  

  
 

 

ファイリング

校長による

できる
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28

28

28

29

30

30

31

34

34

35

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

39

40

41

（「 居場所づくり 」と「 きずなづくり 」）

住民

住民

し

感染症に関する偏見や差別

意思

ふれあい（ いじ め防止強化）月間

（「 自己指導能力」の育成）

4 段階の具体的な取組第 2 章
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55

56
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57

57

58

58

58

住民

相談窓口紹介カード

把握する

等の実施
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※　 具体的な取組の末尾にある数字は、該当ページを示している。
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67
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72
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77

77

78

79

79

79

80

80

81

81

81
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住民

児童・

公共団体
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早
　
期

　
発

　
見

早
　
期

　
対

　
応

重
大
事
態
へ
の
対
処

　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  小学校 中学校 高等学校 特 別 支 援 学 校 
① 職員会議を通じて、いじめの問題について教職員間で 
共通理解を図った。 100 100 100 100 

② いじめの問題に関する校内研修会を実施した。 100 100 100 100 

③ 道徳や学級活動の時間にいじめにかかわる問題を取り上
げ、指導を行った。 100 100 100 100 

④ 児童・生徒会活動等を通じて、いじめの問題を考えさせ
たり、児童・生徒同士の人間関係や仲間作りを促進した。 91.7 94.7 49.1 100 

⑤ スクールカウンセラー、相談員、養護教諭を積極的に活
用して教育相談体制の充実を図った。 100 100 100 100 

⑥ 教育相談の実施について、学校以外の相談窓口の周知や
広報の徹底を図った。 100 100 100 100 

⑦ 学校・警察連絡員の指定を行った。 84.8 84.7 35.5 98.4 

⑧ 学校いじめ防止基本方針をホームページに公表するな
ど、保護者や地域住民に周知し、理解を得るよう努めた。 100 100 100 100 

⑨ ＰＴＡや地域の関係団体等とともに、いじめの問題につ
いて協議する機会を設けた。 80.3 81.5 41.9 100 

⑩ いじめの問題に対し、警察署や児童相談所など地域の関
係機関と連携協力した対応を図った。 79.2 82.3 41 96.8 

⑪ インターネットを通じて行われるいじめの防止及び効果
的な対処のための啓発活動を実施した。 100 100 100 100 

⑫ 学校いじめ防止基本方針が学校の実情に即して機能して
いるか点検し、必要に応じて見直しを行った。 100 100 100 100 

⑬ いじめ防止対策推進法第 22 条に基づく、いじめ防止等
の対策のための組織を招集した。 100 100 100 100 

 

55.8
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41.9
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31.2

34.2
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23.7

4.1

5.7

7.8

8.2

12.4

12.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学校第４学年

小学校第５学年

小学校第６学年

中学校第１学年

中学校第２学年

中学校第３学年

当てはまる どちらかといえば当てはまる どちらかといえば当てはまらない 当てはまらない

令和５年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査」（東京都教育委員会）作成 

【図表１】学習の動機   対象︓都内公立全小学校及び義務教育学校（第４・５・６学年） 
               都内公立全中学校及び中等教育学校／都内全義務教育学校  

（第１・２・３学年）     （第７・８・９学年）  

 

【図表２】学校におけるいじめの問題に対する日常の取組 

 

■ 友達や先生と学習するのが楽しいから。 

「令和５年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（文部科学省）作成 

（義務教育学校第７学年） 

（義務教育学校第８学年） 

（義務教育学校第９学年） 

現　 　 状

    未然防止 ～いじ めを生まない、 許さ ない学校づく り ～ １  

令和５ 年度「 児童・ 生徒の学力向上を 図る ための調査」（ 東京都教育委員会） を 基に作成

「 令和５ 年度児童生徒の問題行動・ 不登校等生徒指導上の諸課題に関する 調査」（ 文部科学省） を 基に作成

児童・ 生徒会活動等を 通じ て、 いじ めの問題を考えさ せたり 、
児童・ 生徒同士の人間関係や仲間作り を 促進し たり し た。

特別支援学校
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（ １ ） 子供が安心し て生活でき る学級・ 学校風土の創出 

※１  自己肯定感 自分に対する 評価を 行う 際に、 自分の良さ を 肯定的に認める 感情のこ と を 指す。 

※２  自尊感情 自分のでき る こ と やでき ないこ と など 全ての要素を 包括し た意味での「 自分」 を 他者と の関わり 合

いを 通し てかけがえのない存在、 価値のある 存在と し て捉える 気持ちのこ と を 指す。  

のこ と である 。

 

【 ポイ ント 】

 

 

いじ めは、 ど の学校でも ど の学級でも 起こ り 得る と いう 認識に立った上で、 いじ め

が発生し にく い学校や学級の実現を 追求する こ と が、 学校における いじ め防止対策の

基本と なる 。

いじ めが起こ り にく い学校・ 学級にする ためには、 教職員と 子供と の信頼関係に支

えら れた温かい環境の中で、「 学び合いのある 授業」 を 中核と し て、 子供たちに人権意

識や規範意識を身に付けさ せる と と も に、 豊かな人間関係の中で、 自己肯定感※１ を高

めたり 、 自尊感情※２ を 育んだり する 指導を 重視する こ と が大切である 。

  

  

○

○

中で、 知識や技能が

の六つを 指す。



28

未
　
然

　
防

　
止

第 1 部

早
　
期

　
発

　
見

早
　
期

　
対

　
応

重
大
事
態
へ
の
対
処

　

   

  

  

 2 7  

   2 8

 

15  

 

令和 7 年 3 月

   

   

  

  

 

 

 

○ 「 自尊感情や自己肯定感に関する調査研究」 指導資料 令和 4 年 3 月　 都教職員研修センタ ー

  

28

 する 。

である 。
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【 ポイ ント 】

13

 

 

 

○

○

22

する。

※6
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10 0 ～101

一部の

「 学校いじ め防止基本方針」 に基づき

また、教員間での情報共有が可能になるよう に、アセスメ ント シート などを活用して情報や対応

方針の「 可視化（ 見える 化）」 を図ること が大切です。
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● 「 学校いじ め対策委員会」 の主な役割等
※以下の表では、「 学校いじ め対策委員会」 を 「 対策委員会」 と 記す。

項目 〇　 役割等〈 具体例〉 留意事項

1 委員の構成

〇　 校長、 副校長、 教務主任、 生活指導主任、

学年主任、 養護教諭、 スクールカウンセラーは、

必ず構成メンバーと する。その他校長が必要と

認める者により 構成する。

〈 例1〉　 教育相談主任、 進路指導主任、スクール

ソーシャルワーカー、学校サポート チーム等

〈 例2〉　 企画委員会に、 必要なメンバーを加えて

「 対策委員会」 の機能をもたせる。

♦ 　 委員のメンバーに校長、

副校長は不可欠である。委

員の構成やいじ めの認知

等、 本委員会の決定権が

校長にあることを明確にした

上で、 委員長を校長とする

か、 他の教員とするか、 各

学校で定める。

♦ 　 教育課程の中に、 いじめ

防止の対策を位置付ける趣

旨から、「 対策委員会」に教

務主任を入れるなど、 委員

の構成については、 学校の

実態等に応じて、構成する。

2
年間計画の

作成・ 実施

〇　 いじめ防止等の対策に係る学校の年間計画

（ 校内研修、「 いじめに関する授業」、 教職員に

よる個人面談、 スクールカウンセラーによる全員

面接、 子供対象のアンケート 、 保護者会での説

明、「 学校サポート チーム」 会議での説明、 子供

の主体的な活動への支援など、 それぞれの実

施計画）を策定する。

〇　 策定した計画が適切に実施されるよう 運営を

行う 。

♦ 　 年間計画を「 学校いじめ

基本方針」 の中に明記する

とともに、 定期的に「 基本

方針」 が、 自校の実態に即

して機能し ているかを点検

する。

3 定例会議の設定

〇　 スクールカウンセラーの勤務日に合わせて会議

を設定する。

〇　 個々のいじめやいじめの疑いのある事案につ

いて、 現状と 対応の進捗状況を確認するととも

に、今後の対応策を協議し、校長の判断の下に

決定する。

〈 例〉　 生活指導連絡会、 特別支援教育委員会

等の会議に引き続いて、「 対策委員会」 の会

議を開催する。

♦ 　 学校ごとに、「 対策委員

会」 の機能と、 具体的な取

組を明確にし、定例会議で、

いじ め防止の取組の進捗

状況を確認する。

4 情報収集・ 共有

〇　 子供の様子で気になることがあったとき、 子供

間でトラブルが発生したときなど、 どんな小さな事

例でも、「 対策委員会」として教員から報告を受

けるとともに、教職員間で情報を共有する。

♦ 　 教員一人一人が、誰にど

のような手順で報告、 連絡

するかなどを、 チャート 図等

で示すなどの工夫をする。

5 いじ めの認知

〇　 教員から、子供の様子で気になる様子が報告

された場合は、 校長の方針の下に、 事実確認

の方法を決定する。

〇　 上記確認の結果について報告を受け、 当該

の事例が、 いじめであるか、 いじめの疑いの状

況にあるか等について、 協議をした上で、 校長

が判断する。

♦ 　 いじめが認識された場合

等には、 迅速に対応する必

要があるため、 まずは校長

が、 担任等から報告を受け

て対応を指示することもあり

得る。
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〈「 学校いじ め対策委員会」 運営上の配慮事項〉

●　 いじ めに対し て、 教職員が一人で抱え込んで対応する こ と があっ てはなら ないが、 一人一人が組織と し ての

判断に基づき 、 責任を も っ て対応し よう と する 意識は必要である 。

●　 いじ めの対応については、 組織的対応と と も に迅速さ が求めら れる 。 緊急の場合等には、 いわゆる マニュ ア

ルど おり に報告・ 連絡等が行われないこ と も あり 得る 。 最終的に校長が判断でき る よ う な報告・ 連絡体制が確

立さ れている こ と が大切である。

●　 学校における いじ め防止対策の立案に、 全ての教職員が参画でき る よ う にする ため、 メ ン バーを 固定化さ せ

る こ と なく 、 取組ごと に柔軟に組織を 構成でき る よう にするこ と も 有効である 。

項目 〇　 役割等〈 具体例〉 留意事項

6 対応方針の協議

〇　 いじめ等について、 実態に基づき、 早期解決

に向けた対応方針を協議し、校長に報告する。

〇　 対応方針については、 学級担任等が保護者

に伝えるとともに、保護者の意向を確認する。

〇　 学級担任は、保護者の意向を「 対策委員会」

に報告する。

〈 例〉　 いじめが認識された場合には、 個々のいじ

めに応じて、学年会、部活動の担任教員等を常

設の委員に加えて対応する。

♦ 　 いじ めの事例ごとに、 被

害や加害の子供及びその

保護者に対して、 誰がどの

ように対応するかを協議し、

校長が決定する。

7
成果検証・

「 基本方針」 改善

〇　 学校の取組の推進状況について、 自己評価、

保護者による評価、 外部評価、 諸調査の数値

等を基に検証し、「 学校いじめ防止基本方針」を

改訂する。

♦ 　 ふれあい（ いじめ防止強

化） 月間で作成する 学校

シートを活用する。

8 指導・ 助言

〇　 子供に対して中心となって対応を行う 学級担

任等に、 適切に助言をしたり、 相談にのったりす

る。

♦ 　 特に、 対応に当たる若手

教員等に対しては、「 対策

委員会」として、 きめ細かに

助言していく。

9
記録の保管・

引継ぎ

〇　 全てのいじめの事例について、「 対策委員会」

が定めた共通の様式等で記録を残し、 他の教

職員が確認できる方法により保管する。

〇　 年度が変わった場合には、 学級担任等が確

実に情報を引き継ぐとともに、 対象の子供が上

級の学校等に進学したり、 転学したりした場合に

は、進学先・ 転学先に確実に情報を伝える。

♦ 　 特に、 対応中の子供が

進学をしたり、 転学をしたり

した場合は、 対応が途切れ

ることがないよう、 学校同士

で確実に連携を図る。

1 0

学校評価の実施・

「 学校いじ め防止

基本方針」 の改訂

〇　 年度当初に定めた成果目標に基づき、学校評

価の中で、 自校の取組の成果と課題を検証する

とともに、評価結果を踏まえ、保護者会や学校サ

ポート チームと 連携して、「 学校いじめ防止基本

方針」を改訂する。

♦ 　 学校評価の評価項目に

は、「 学校いじめ防止基本

方針」 に基づく取組（ アン

ケート 、 個人面談、 授業、

校内研修等）の実施状況を

位置付ける。
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34  

 

18  

 

 

こ のう ち、１ 回以上は、いじ め防止対策推進法第28条第１ 項に規定さ れている「 いじ め重

大事態」 の定義と 、こ の定義の解釈を 示し ている「 いじ め防止等のための基本的な方針」

の内容を 確認し 、理解を深める 。

10 6・ 107

「 学

校いじ め防止

10 8
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【 ポイ ント 】

等で 掲示する など し て、

 

2 7

2 7

 

 

3 7

Ⅱ

○

○

である。
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⇒114 ～116 ページ参照

　 全ての子供を対象として、「 自分の不安や悩みに早期に気付き、不安や悩みを抱えたときに、

身近にいる信頼できる大人に相談すること の大切さ 」について、校長講話、学級指導、相談窓口

連絡先一覧の配布時などの機会を捉えて、折に触れて指導する。

児童・ 生徒向け動画「 心のSO Sに気づこ う 」

教職員向け動画「 SO Sの出し 方に関する教育」 研修編

感染症に関する偏見や差別、いじ めを生まないための指導の徹底

　 感染症への感染者、 濃厚接触者と その家族等に対する 偏見や差別につながる よ う な行

為を し ないこ と 、 医療や社会生活を 維持する 業務の従事者等、 感染防止のために最前線

で尽力し ている 人々に感謝の念を も つこ と について、 感染症に関する 適切な知識を 基

に、 発達の段階に応じ た指導を 行う

いる 。 東京都教育委員会は、 平成 30年２ 月にＤ Ｖ Ｄ 教材「 Ｓ Ｏ Ｓ の出し 方に関する 教育を 推進する ための指導

資料「 自分を 大切にし よ う 」 を 開発し 、 都内全公立学校に配布する と と も に、 東京都教育委員会ホーム ページに

掲載し ている 。 ま た、 令和６ 年４ 月に児童・ 生徒向け動画「 心のＳ Ｏ Ｓ に気づこ う 」 、 教職員向け動画「 Ｓ Ｏ Ｓ

の出し 方に関する 教育」 研修編を 作成し 、 東京都教育委員会ホーム ページに掲載し ている 。

 

 

3 0

29

マインド の

である。

⇒117ページ参照
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３

【 ポイ ント 】

 

 

意思

（「 自己指導能力」の育成）

などの一連の活動を通して、合意形成と 意思決定を重視した自己指導能力の育成への取組を行う 。

○

○

○ 　 児童・ 生徒が、深い自己理解に基づき、立体的に問題で課題を発見し 、自己の目標を選択・

設定して、こ の目標の達成のため、自発的、自律的、かつ他者の立体性を尊重しながら 、自ら

の行動を決断し 、実行する力（ 自己指導能力）を身に付けること が重要である。
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のことを指す。

のことを指す。

のことを指す。

1 0

1 1

1 0

1 1

 

 

　 その際、 役員等一部の子供たちによ る イ ベン ト 的な取組に終わる こ と なく 、 お互いに

助け合いながら 、 何ができ る のかと いう こ と について全ての子供たちが考えたり 、 行動

し たり 、 参加し たり する 意識がも てる よ う 、 学級担任等が、 学級の子供たちに取組を 促

すなど の指導を 行う 。
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2 7 1 1 3 1  2 5  

1 2

 

2 8

1 3

1 2

27 31

1 3

28

 

 

1 1

 

する 。

【 参考】　 と う きょ う の情報教育　 情報教育ポータ ル

一人1台

端末を 活用し

等と

等

 127

ふれあい（ いじめ防止強化）

し た。
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1 4

 

7

7

【 ポイ ント 】
○

○

○

○
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※14 学校サポート チーム 子供の問題行動への対応において、 保護者、 地域、 関係機関等と 迅速かつ適切に連携・

協力でき る 体制を 確立し 、 子供の健全育成を 図る と と も に、「 学校いじ め対策委員会」 を支援する 組織と し て、 都

内全公立学校に設置し ている 。 校長、 副校長、 保護者、 民生・ 児童委員、 主任児童委員、 保護司、 子供家庭支援

セン タ ー職員、 児童相談所職員、 警察職員（ ス ク ールサポータ ー） 等によ り 構成する 。  

⇒12 8 ～12 9 ページ参照
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【 ポイ ント 】

  

     

職

4 6 ～47

協議をし 、 校長が

○

○

○

○

○
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法の趣旨を踏まえた適切な対応

25 19  20  

 

「 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」
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以下の類型は、 あく ま でも 例であり 、 いじ めの認知に当たっては、 被害の子供が「 心身の苦痛を

感じ ている 」 かど う かを鑑み、 個別に判断する 。  

個々のいじ めへの対応に当たっては、 その行為の重大性（ 行為が与えた影響、 故意性、 加害の子

供の人数、 継続性等） を総合的に考慮し て、 適切な対応を行う 。   

一人で 集団で 

１  好意で行っ た 

言動 

 

～親切のつもりが…～ 

２  意図せずに行っ た 

言動 

～悪気はなかったのに…～ 

３  衝動的に 

行っ た 

言動 

 

～つい、かっと 

なって…～ 

暴力を  

伴わない 

暴力を  

伴う  

４  故意で 

行っ た 

言動 

 

～あの子が 

むかつく～ 

暴力を  

伴わない 

暴力を  

伴う  

継続性 単発的 継続的 

○ 発言の苦手な子供に、

「○○さんも意見を言い

なよ。」と強く促した。 

○ リレーでバトンを落

とした子供に「何やって

んだ！」と怒鳴った。 

○ うっかりぶつかって

きた子供に「死ねよ。」

と言い、にらんだ。 

○ うっかりぶつかって

きた子供に対して、その

場で殴りかかった。 
※ 事例によっては犯罪に該当 

①  運動の苦手な子供

に、「あなたのせいで

負けたの分かってる

の！」と問い詰めた。 

② 運動で失敗するたび

に、「へぼい！」「足引っ

張るな！」などとはやし

立てた。 

③ 体育着を隠して、被害

の子供が探している様

子を笑って見ていた。 

⑤  お金を持って来ないこ

とを理由に、殴ったり、蹴

ったりした。 

④ 試合で負けたお詫びに、メ

ンバー全員に 1,000 円ずつ

払うよう強要した。 

ゼロ 

重大な犯罪 

重 大 性 

 

 

◆ 親切さ を 十分に評価

し た上で、発言が苦手な

子の気持ちについて、一

緒に考える 。

◆ 発達の特性な ど も 踏

ま え、何気ない言葉が相

手を 傷付け る こ と も あ

る こ と を 丁寧に諭す。

◆ 絶対に 使っ て は

い け な い 言葉に つ

いて指導する 。

◆ 暴力は絶対に許さ れないこ と を 指

導する と と も に、 かっ と な っ たと き

の対処方法を 身に付けさ せる 。

◆ 発言の背景と な っ て いる 思い

を 聞き 取っ た上で、他人の失敗を

責める こ と の問題について 理解

さ せる 。

◆ 絶対に許さ れない

行為であ る こ と を 理

解さ せ、 完全に行わ

れな く なる ま で、 監

督を 徹底する 。

◆ 学校サポート チーム

と 連携し て 、 別室指導

な ど を 行い、 二度と 行

わせないよ う にする 。

◆ 警察や児童相談所と 連携し

て、 厳し い指導を 行い、 直ち

に行為を やめさ せる 。

◆ 警察と 連携し て、法令に基づく 措置を

含め、 厳格な指導を 行い、 反省が確認さ

れる ま で、 被害の子供と 接触さ せない。

□継続性がな い

行為 

□偶発的な行為 

□相手を 特定し

ていない行為 

□謝罪等によ り

すぐ に解決し

た行為 

などでも 、「 心身

の苦痛を 感じ さ

せた」 行為は、

全て 「 いじ め」

に該当し ます。  

加害の子供 

の集団性
行為の 

故意性、 意図性

○： いじ めの行為  ◆： 加害の子供への対応例

※ 上記の類型は、 加害の子供の行為によ る も ので、 被害の子供の「 心身の苦痛」 の軽重によ る も のではない。

※ ど こ から が犯罪に該当する かは、 事例ご と に異なる 。   ※ 「 暴力」 と は、 言葉以外の有形力の行使全般を 指す。

● 重大性の段階に応じたいじめの類型（例） 

～「いじめ」の定義に基づく確実な認知に向けて～
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年度 「 いじ め」 の定義 
定義策定・ 変更

のき っ かけと

なっ た事案 

「 いじ め」 の捉え方 

（ 変遷）  

昭和6 1 年度

から  

東京都中野区

中学校２ 年生

自殺

◆ 加害の子供の行為の側に

立っ て「 いじ め」 を規定 

○ 弱い者に対し て 一方的

に（ 力関係の存在）

○ 身体的・ 心理的な攻撃

○ 被害の子供が深刻な 苦

痛を受けている も の

○

○ 学校の内外を 問わない

も の

平成６ 年度

から  

愛知県西尾市

中学校２ 年生

自殺

○ 「 継続的に」 を追加（ 行

為の継続性）  

○ 個々の「 いじ め」 の判断

は、 表面的・ 形式的に行

う こ と なく 、 被害の子供

の立場に立っ て 行う こ と

を 追加

○ 「 学校が確認し ている 」

と いう 要件を削除

平成1 8 年度

から  

北海道滝川市

小学校６ 年生

自殺

福岡県筑前町

中学校２ 年生

自殺

◆ 被害の子供の心情の側に

立っ て「 いじ め」 を規定 

 ○ 一定の人間関係（「 弱い

者に対し て」 を変更）

 ○ 心理的・ 物理的な攻撃

 ○ 精神的な苦痛を 感じ て

いる も の（ 「 受けている 」

を 「 感じ ている 」 に変更、

「 深刻な」 を 削除

○ 「 継続的に」 を削除

平成2 5 年度

から  

 
（ いじ め防

止対策推進

法の施行に

伴う ）  

滋賀県大津市

中学校２ 年生

自殺

東京都品川区

中学校１ 年生

自殺

○ 心理的・ 物理的な影響

（「 攻撃」 を変更）

※ こ の規定では、 加害の子供

が主語と なっ ている が、 平成

18 年から の定義である 被害の

子供の心情の側に立っ て定義

さ れている と 理解すべき であ

る 。

①自分より 弱い者に対し て一方的に、  

②身体的・ 心理的な攻撃を 加え、  

③相手が深刻な苦痛を 感じ ているも ので

あっ て、 学校と し てその事実（ 関係児 

童生徒、 いじ めの内容等） を 確認し てい

るも の。  

なお、 起こ っ た場所は学校の内外を問

わないも の。

①自分より 弱い者に対し て一方的に、

②身体的・ 心理的な攻撃を 継続的に加え、

③相手が深刻な苦痛を 感じ ている も の 

なお、 起こ っ た場所は学校の内外を問

わない。  

また、 個々の行為が「 いじ め」 に当た

るか否かの判断を 表面的・ 形式的に行う

こ と なく 、 いじ めら れた児童生徒の立場

に立っ て行う こ と 。

当該児童生徒が、  

①一定の人間関係のある者から 、

②心理的、物理的な攻撃を受けたことにより 

③精神的な苦痛を 感じ ているも の 

なお、 起こ っ た場所は学校の内外を問

わない。  

個々の行為が「 いじ め」 に当たるか否

かの判断は、 表面的・ 形式的に行う こ と

なく 、 いじ めら れた児童生徒の立場に立

っ て行う も のと する。

児童等に対し て、 当該児童等が在籍す

る 学校に在籍し ている等当該児童等と 一

定の人間関係のある他の児童等が行う 心

理的又は物理的な影響を与える行為（ イ

ン タ ーネッ ト を 通じ て行われるも のを 含

む。） であっ て、当該行為の対象と なっ た

児童等が心身の苦痛を 感じ ているも の。  

なお、 起こ っ た場所は学校の内外を問

わない。  

● 「いじめ」の定義（文部省・文部科学省による）の変遷

文部省・ 文部科学省は、 昭和 61 年度以来、「 児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する

調査」 などにおいて、「 いじ め」 の定義を策定・ 変更し てき た。 その背景には、 子供がいじ めを苦に

し て自殺し た事案が関わっている 。 報道によ り 「 いじ め」 が大き な社会問題と なる たびに、 学校の

いじ めの捉え方の課題を踏ま えて、 その定義が広範囲なも のに修正さ れてき たこ と が分かる 。  

学校は、 二度と いじ めを苦にし て自ら 命を絶つよ う な事案を起こ さ ないために、「 いじ め」 の定義

が変更さ れてき た経緯を正し く 理解し 、 現行の定義に基づき 、 確実な認知に努める 必要がある 。  
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アア  学学級級担担任任等等にによよるる日日常常的的なな子子供供へへのの声声掛掛けけとと様様子子のの観観察察    

  

  

子供にとって最も身近な教職員である学級担任によるさりげないコミュニケーション

や観察等を通して、子供の様子の小さな変化に気付くことができるよう、日常からの子

供との関わりを深め、いじめの発見につながる鋭敏な感覚を養う。 
いじめが表には出にくく、学校だけでは認知することが難しいケースが増えている。 
いじめに気付くには、子供の表面的な言動だけを見るのではなく、その背後にどのよ

うな感情があるのかを考えることが大切である。そのためには、児童生徒の表情や学級・

ホームルームの雰囲気から違和感に気付き、いじめの兆候を察知しようとする姿勢が求

められる。 
 

⑦⑦  教教職職員員がが工工夫夫・・改改善善 

  
〇 いじめの早期発見は、子供にとって最も身近な学級担任等が、子供の様子の変化 
気付き話を聞くなど、子供と教職員との信頼関係に負うところが極めて大きい。  

〇 その上で、定期的な面談や「いじめ発見のチェックシート」を活用した観察等、一

人一人の子供の様子を確認する機会を意図的に設定することが重要である。 

（（２２））子子供供のの様様子子かからら初初期期段段階階ののいいじじめめをを素素早早くく察察知知  

【【ポポイインントト】】  

【【生生徒徒指指導導提提要要（（令令和和４４年年 1122 月月））  文文部部科科学学省省  113344 ペペーージジ】】  

(1) いじめに気付くための組織的な取組 
日本のいじめは、外から見えにくいコミュニケーションを使った心理的ないじめが多く、また、同じ学級・ホ

ームルームに加害者と被害者が同居したり、加害と被害の関係が入れ替わったりする点に特徴があります。その

ため、いじめの存在に気付くことができなかったり、学級・ホームルーム担任の抱え込みから事態が深刻化して

しまったりするケースも少なくありません。 
これまで個々の教職員のいじめに対する感度を高める取組を行ってきましたが、個人差もあり、組織的な気付

きを促したり、全校を挙げて問題に取り組んだりする姿勢が不十分な学校も見受けられます。 
いじめに気付くには、表面的な言動だけを見るのではなく、その背後にどのような感情があるのかに思いを馳

せる必要があります。そのためには、児童生徒の表情や学級・ホームルームの雰囲気から違和感に気付き、いじ

めの兆候を察知しようとする姿勢が求められます。 
さらに、最近では、SNS を介したインターネット上の誹謗中傷、仲間外しなど、表に出にくく、学校だけでは

認知することが難しいケースも増えています。 

具体的な 取組
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イイ  学学級級担担任任等等にによよるる定定期期的的なな個個人人面面談談    

  いじめを含め、子供が抱える悩みや不安などを幅広く把握するとともに、その解決方法

について相談に応じるため、学級担任等は、年年間間３３回回程程度度、個人面談を実施する。 
面談では、子供に自分のことだけでなく他の子供が困ったり悩んだりしていることを見

聞きしていないかを確認する。 
また、効果的な面談を実施できるようにするためスクールカウンセラーは、教員に対し、

必要に応じて、面談の在り方等について事前に指導・助言を行う。 
個人面談の前に、教科担任や部活動顧問、養護教諭やスクールカウンセラー等から気に

なる点がないか、情報を収集する。スクールカウンセラーからは、全員面接での様子など

を参考にする。特に、ＳＮＳを介したインターネット上の誹謗中傷、仲間外しなど、外か

らは見えにくいコミュニケーションを使った心理的ないじめがないかについては、慎重に

確認する。 
いじめの存在に気付いた際は、学級担任一人で抱え込まないで、組織で対応する。 

 

ウウ  学学期期初初めめ等等のの「「いいじじめめ発発見見ののチチェェッッククシシーートト」」のの活活用用    

   

学校の長期休業明けなどの時期は、子供たちが不安や悩みを抱えやすい時期であるとと

もに、長期休業日中に、いじめを含む人間関係のトラブル等が生じている可能性があるこ

とから、学学期期初初めめにに、「いじめ発見のチェックシート」等を活用して、重点的に子供の状況

を観察する。 
「学校いじめ対策委員会」は、各教員が確認した子供の状況等について情報を集約する。

その中で、気になる様子が確認された子供に対しては、速やかに保護者に連絡する。 
また、教職員が役割分担をし、改めて多角的に観察したり声掛けをしたりして、いじめ

を含めその背景を把握する。⇒108 ページ   

⑤⑤  全全校校でで充充実実・・推推進進 

エエ  定定期期的的なな「「生生活活意意識識調調査査」」等等のの実実施施    

  いじめのみならず、子供が抱える諸問題の背景等を多面的に把握するため、「学校は楽し

いか」、「体調や精神状況はどうか」、「学習の定着や進路に不安はないか」、「家庭や校外で

の生活に満足しているか」、「人間関係での悩みはないか」等に関して、アンケート形式に

よる「生活意識調査」等を定期的に実施する。 
  この調査の実施に際しては、「いじめ発見のためのアンケート」を兼ねて行ったり、教員

による「いじめ発見チェックシート」と同時に行ったりすることにより、一層の効果を高

められるよう工夫する。⇒110～113 ページ参照 

⑤⑤  全全校校でで充充実実・・推推進進 

⑤⑤  全全校校でで充充実実・・推推進進 

【【生生徒徒指指導導提提要要（（令令和和４４年年 1122 月月））  文文部部科科学学省省  113311 ペペーージジ】】  

④「困った、助けて」と言えるように適切な援助希求を促す 
困ったときや悩みがあるときに、隠して耐えるのではなく、弱音を吐いたり、人に頼ったりすることができる

雰囲気があるかどうかは、児童生徒の学校での安全・安心を大きく左右します。成長途上にある児童生徒が、甘

えたり、弱音を吐いたりして、信頼できる大人（教職員や保護者等）に援助希求を表出することは、「適切に依存

できる」ネットワークを築いて「自立」（大人になること）へと踏み出す一歩であると理解することが大切です。

「困った、助けて」と言える雰囲気と、「困った」をしっかり受け止めることができる体制を学校の中に築くこと

が求められます。 
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（（３３））全全ててのの教教職職員員にによよるる子子供供のの状状況況把把握握  

 

子供の気になる様子についての報告や情報共有は、全ての学校で全ての教職員が、

必ず行わなければならないことである。 

 大人からは見えにくい子供間のいじめを、できる限り初期の段階で発見できるよう

にするためには、全ての教職員が、輪番制などにより組織的・計画的に、子供の様子

を観察し、「学校いじめ対策委員会」を通して気になる状況を共有するとともに、対応

方針を協議、決定することが必要である。 

 一人一人の教職員は、子供に少しでも気になる様子があった場合、全ての事案につ

いて、迅速に「学校いじめ対策委員会」に報告し、組織的対応につなげることが求め

られている。組織的対応の基本は、学校として、教職員がとるべき具体的な行動を明

確にしておくこと、そして、全ての教職員が、例外なく定められたとおりに行動する

ことである。 

アア  全全教教職職員員のの輪輪番番にによよるる挨挨拶拶、、校校内内巡巡回回等等にによよるる計計画画的的なな観観察察    

学校全体で、いじめの早期発見を目指すとともに、子供たちが、教職員全員で自分たち

を見守っていることを実感できるようにするため、教職員が輪番制などにより、校門や

玄関で、登下校時に子供たちへの挨拶を行い、子供の様子をきめ細かに観察する。 
また、休み時間の巡回当番表等を作成し、教職員が、毎日校舎内外を巡回し、いじめ等

の行為が行われていないかを確認したり、子供たちに声掛けをしたりする。 

⑤⑤  全全校校でで充充実実・・推推進進 

【【ポポイインントト】】  

○ 

 

○ 

 

○ 

具体的な 取組
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イイ  一人一人の教職員の気付きを「学校いじめ対策委員会」につなげる仕組みの構築  

  一人一人の教職員は、自分が担当する学級・学年等にかかわらず、子供の様子で気にな

る情報があった場合、どんな小さな事例でもその日のうちに「学校いじめ対策委員会」に

報告する。 
そのため、学校ごとに、報告・連絡の具体的な手順や方法（気になる度合い別に色分け

した付箋等に手書きし、職員室の掲示板に貼っておくなど）を定め、その方法を「学校い

じめ防止基本方針」に明記するとともに、チャート図等にして掲示するなどし、全教職員

の共通理解を徹底させる。 
校内研修等を通して、全ての教職員が、「仲良し同士の遊びの延長のようにも見えるか

ら、もう少し様子を見よう。」「この程度は、子供たちの日常によくあることだから、報告

するには及ばない。」「これから出張だから、週明けに報告しよう。」などの個人的な判断

が、重篤な状況につながることもあることを十分に理解できるようにする。 
なお、教職員がいじめに関する情報を抱え込み、「学校いじめ対策委員会」に報告を行わ

ないことは、いじめ防止対策推進法第 23条第１項の規定に違反し得ることに留意する。 
 

ウウ  子子供供にに関関すするる情情報報のの引引継継ぎぎ、、共共有有のの徹徹底底  

  上記イにより確認された子供の様子で気になる情報について、いじめの行為の有無にか

かわらず、教職員間で、円滑に情報を共有できるようにするため、電子データや紙による

保管等、適切な方法で記録する。保管された記録から、次の対応を検討したり、保護者等

に対して、正確に対応経過等を伝えたりできるようにする。 

④④  全全校校でで実実施施 

①①  法法にによよるる義義務務規規定定 

【いじめ防止対策推進法】 

第 23 条第１項 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童

等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思わ

れるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をと

るものとする。 
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 子供の間で行われるいじめを、学校が確実に把握するためには、被害の子供や周囲
の子供が、できる限り早期にいじめの事実を教職員に伝えることができる環境を作る

ことが、極めて重要である。 
 学校は、スクールカウンセラーを含む全ての教職員による学校教育相談体制を確立

していかなければならない。 

アア  学学校校教教育育相相談談体体制制のの構構築築とと子子供供やや保保護護者者へへのの周周知知    

スクールカウンセラーからの助言等を通して、全ての教職員が教育相談の技能を身に付
け、子供の悩みや不安に対して、適切に相談に応じられるようにする。そして、学校は子
供や保護者に、いつでも全ての教職員が相談に応じられることを繰り返し伝える。 

また、スクールカウンセラーへの相談申込みの方法を、子供たちに周知・徹底する。 
さらに、相談内容については、秘密を守って対応することを伝える。特に、思春期の子

供にあっては、相談したことを他の子供には知られたくないという気持ちが強い可能性が
あることを考慮し、日頃から「教職員への相談については秘密を守る」ことを明確にする。
実際の相談内容について、教職員間で適切に情報を共有し、相談者が学校に対して不信感
をもつことのないよう配慮して対応する。 

上記の相談体制、方法等について、学校内に、分かりやすく掲示しておく。 

イイ  定定期期的的なな「「いいじじめめをを把把握握すするるたためめののアアンンケケーートト」」のの実実施施、、分分析析、、保保存存  

   

いじめやいじめの疑いのある状況を認知するための重要な参考資料の一つとするため、
全ての学校で年年間間３３回回以以上上、子供を対象にアンケートを実施する。 

具体的な実施方法や質問項目は、子供の実態（発達の段階、教職員との関係、学級や学
年等における人間関係、いじめに対する意識や主体的な取組の状況等）を踏まえ、学校や
学年ごとに、最も効果的な方法を検討して、実施する。 

都立学校においては、当該アンケートの保存期間を、実実施施年年度度のの末末かからら３３年年間間（「都立学校

共通事案に係る文書等保存期間表」の「その他生活指導に関する資料」に該当）とする。また、区市町村教育
委員会は、当該区市町村の「文書管理規則」等に基づき、管下の学校におけるアンケート
の実施後の保存期間を定める。 
なお、アンケート用紙は、いじめにつながる記載が全く見られない場合でも、後日、学

校がいじめを認知していたかを保護者に説明する際などに、重要な資料となり得ることか
ら、必ず保管しておく。                       ⇒109 ページ参照 

 

（（４４））子子供供かかららのの訴訴ええをを確確実実にに受受けけ止止めめるる体体制制のの構構築築  

【いじめ防止対策推進法】 
第 16 条第３項 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者

並びに当該学校の教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制（次項において「相談体制」
という。）を整備するものとする。 

第４項 学校の設置者及びその設置する学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭、地域社
会等との連携の下、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよ
う配慮するものとする。 

 

【いじめ防止対策推進法】 
第 16 条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを早期に発見するため、

当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。  

①①  法法にによよるる義義務務規規定定   

①①  法法にによよるる義義務務規規定定 

【【ポポイインントト】】  
○ 

○ 

 
具体的な 取組
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 アアンンケケーートト  

有有効効活活用用のの視視点点  
具具  体体  例例  留留意意事事項項  

１ 
実施の意義と 

限界の理解 

○ 子供が教職員に直接訴えられるようにする
環境づくりが最も大切であることを前提とし
ながら、あくまでもいじめ把握の手だての一つ
としてアンケートを実施する。 

○ 教室で行うアンケートでは、担任には知られ
たくないなどの心理が働く子供もいることを、
十分に理解した上で実施する。 

○ 記名式アンケートに何かを記載してきた子
供がいた場合、教員は、その子供への対応に終
始しがちである。むしろアンケートに書くこと
ができずに悩んでいる子供の中に、深刻な事例
があるかもしれないと捉え、全体に対する丁寧
な観察を欠かさないようにする。 

◆ アンケートの実施のみ
をもって、確実にいじめ
を把握できるものではな
いことを理解する。 

◆ 教職員の子供の変化等
への気付きから、いじめ
を発見することが最も大
切である。 

◆ 記載がなければ、いじ
めはないと考えてはなら
ないことに留意する。 

２ 
教職員の 

共通理解 

○ 「学校いじめ対策委員会」で、アンケートの
実施方法やその後の対応等について、十分に検
討して、全教職員の共通理解の下に実施する。 

○ アンケートを実施した後、その結果につい
て、「対策委員会」等で教員やスクールカウンセ
ラーが、実態把握や対応の在り方を協議する。  

◆ アンケート結果に基づ
く対応等については、経
緯及びてん末を記録し、
適切に保存する。 

３ 

子供の 

意識啓発 

 

○ 小さないじめの芽を把握するために、何がい
じめに当たるのかを子供にしっかりと指導し、
考えさせてからアンケートを実施する。 

○ 子供が真剣に取り組めるようにするために、
発達の段階を考慮し、アンケートの趣旨につい
て指導してから実施する。 

○ アンケートは、いじめを受けている子供を守
り抜くために行うことを、実施前に子供たちに
明確に伝える。 

○ アンケートに記載した場合には、学校は記載
した子供の気持ちを踏まえて丁寧に対応する
ことを、事前に伝えるなどして、子供が安心し
て、いじめ等の事実を記載できるようにする。 

◆ アンケートが、教員の
都合で実施されていると
いう印象を、子供に与え
てはならない。アンケー
トを実施するに当たって
の、環境づくりが大切で
ある。 

４ 質問項目 

○ 質問項目は、「何か困っていることはありま
せんか。」、「（困っていることがある場合は、）誰
に相談したいですか。」、「（相談したい相手を記
入した場合には、）よかったら、連絡先（氏名等
を含む）を書いてください。」などとし、子供に
とって抵抗のないものに工夫する。 

○ ｢友達のことで、見たり聞いたりしたことが
あれば書いてください｣等の項目を設定する。 

◆ その時には書けなくて
も、後日、自分や友達の状
況について、教職員に相
談に来られるような工夫
が必要である。 

 

 

●●  アアンンケケーートト有有効効活活用用のの視視点点とと具具体体例例 

【アンケート実施に際しての配慮】 

（記名式、無記名式、一人１台端末を活用したアンケートのメリット、デメリット等 
○ 記名式と無記名式とでは、それぞれに長所と短所がある。学校や学年の実態によって、方法が異なる
こともあり得るので、どちらがよいかを一律に論じることはできない。  

○ 児童・生徒からいじめの実態を聴き取ることを目的とするのであれば、無記名で実施する方がよい。
教員が、「名前を書いても良い」と補足する方法などが適切である。 

○ 児童・生徒が正直にアンケートに記載することができるようにするために、例えば、家に持ち帰っ
て、後日封筒等に入れて提出する方法なども考えられる。 

〇 一人１台端末を活用して、アンケートを実施する際には、児童・生徒の回答結果を、他の児童・生徒
が確実に閲覧できないように配慮しなければならない。 

〇 定められた期間は確実に保存しなければならないため、データが削除されることがあってはならな
い。 

〇 手書きのアンケートにおいて、回答以外に描かれている絵等や筆跡など、いじめの芽に気付くこと
ができる場合もある。 

 アンケートを作成する際には、子供がアンケートの重要性を考えて回答できるような内容にする。
選択式で容易に終わらせられるものだけでなく、友達との関わりやいじめについて考えて回答する
内容となるよう工夫する。 

●　 アン ケート 有効活用の視点と 具体例
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ウウ  ススククーールルカカウウンンセセララーーにによよるる全全員員面面接接等等のの実実施施  
（（小小学学校校５５年年、、中中学学校校１１年年、、高高等等学学校校１１年年対対象象））  

  子供が 躊
ちゅう

躇
ちょ

することなく、スクールカウンセラーに相談できる環境を作るため、小学校

では高学年に進級した時期、中学校・高等学校では入学したばかりの時期に、学校生活への

不安や人間関係上の悩みを抱くことが想定される小学校５年生、中学校１年生、高等学校１

年生を対象に、年度当初の早い時期に、スクールカウンセラーによる全員面接を実施する。 
  全員面接が効率的かつ効果的に実施されるよう、事前に子供に対してアンケートを実施

し、その記載を確認しながら面接を行うなどの工夫について、学校の実態に応じて、スク

ールカウンセラーを含む「学校いじめ対策委員会」で実施方法を協議する。 
  教職員は、全員面接の事前や事後の指導を通して、子供が、いじめを含め悩みや不安が

ある場合に、いつでも「スクールカウンセラーに相談しよう」と思えるよう、意識の啓発

を図る。                            ⇒119～124 ページ参照  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エエ  いいじじめめ相相談談ポポスストト、、学学校校いいじじめめ相相談談メメーールル等等のの取取組組    

 

子供たちや保護者が、ほかの人に知られないように、教職員に相談できるようにするた

め、「いじめ相談ポスト」を設置したり、「学校いじめ相談メール」を開設したりする。 
また、学校ホームページから電子メールにより相談できるようにするなど、学校ごとに

多様な方法により相談の受付を的確に行う。 
 

④④  全全校校でで実実施施（（特特別別支支援援学学校校をを除除くく。。）） 

⑥⑥  各各学学校校でで工工夫夫・・改改善善 

   スクールカウンセラーによる全員面接は、平成 26 年度から全ての小・中・高等学校で実施し

ていますが、どのような成果がありますか。 

年度当初の早い段階で、児童・生徒とスクールカウンセラーとの間で、「顔の見える関係」が

できることにより、いざというときに相談しやすくなる、継続的な相談につながるといったケ

ースが多く挙がっています。また、全員面接をきっかけとして、教員とスクールカウンセラーが

連携して子供の支援に当たるという体制が構築され、学校全体の教育相談体制の強化につなが

っているという報告も多くあります。 

   限られた時間の中で、全員面接を更に意義あるものにするには、どのような工夫が考えられ

ますか。 

全員面接実施前に、対象の児童・生徒全体に向けて、スクールカウンセラーから自己紹介を

行うとともに、直接メッセージを伝えることで、児童・生徒の「相談すること」に対する抵抗感

を和らげることができます。 

また、事前に学習や生活の様子、家庭環境、性格傾向、発達上の課題等について、対象学年の

担任とスクールカウンセラーで情報共有することにより、面接の際のポイントが明確になり、

実施効果を高めることが期待できます。 

児童・生徒が抱えやすい悩みをリストアップしてアンケート等に示し、選択させることで、

児童・生徒が自分から全てを説明しなくてもよいように工夫を行っている学校もあります。 

全員面接をグループ形式で実施する場合も、事前アンケートの回答から意図的にグループを

構成し、共通の話題の中で悩みを話しやすい雰囲気づくりを行ったり、気になる様子が見られ

た児童・生徒については、グループ面接後に個別で話を聞くなどの対応を行ったりすることも

大切です。 

Ａ 

Ｑ 

Ｑ 

Ａ 
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オオ  「「教教育育相相談談一一般般・・東東京京都都いいじじめめ相相談談ホホッットトラライインン」」のの周周知知とと「「相相談談窓窓口口紹紹

介介カカーードド」」のの活活用用    

東京都教育相談センターが設置している 24 時間対応の「教育相談一般・東京都いじめ

相談ホットライン※15」の電話番号が記載された「相談窓口紹介カード※16」を子供たちに

配布する。その際に、教職員は、「いじめのことで悩んでいたら誰でもいつでもどこからで

もここに相談することができる」ことを的確に伝える。 
また、同カードに記載されている「みんなでいっしょに！『いじめゼロ』宣言！いじめ

をなくそう！」を活用し、いじめのことで悩んだら、どのように対処すればよいかを指導

したり、考えさせたりする。 ⇒118 ページ参照  

カカ  定定期期的的なな外外部部相相談談機機関関のの連連絡絡先先のの周周知知  

東京都教育委員会が区市町村教育委員会と連携して作成している、外部相談窓口一覧「不

安や悩みがあるときは…一人で悩まず、相談しよう」と、東京都教育委員会が作成してい

る「相談するとどうなるの？？」「保護者向け相談窓口一覧」を、長期休業日前の年間３回、

全ての子供たちに配布するとともに、配布する際には、教職員が、いじめなどの悩みや不

安など学校には相談しづらいことについては、多様な外部の相談窓口で相談に応じている

ことを伝える。 ⇒118 ページ参照  

キキ  「考えよう！いじめ・ＳＮＳ＠Ｔｏｋｙｏ」ホームページによる相談先へのアクセス  

 

一人１台端末を使って行う学習を通して、「考えよう！いじめ・ＳＮＳ＠Ｔｏｋｙｏ」ホ

ームページを活用して、いじめを受けたとき、見たり聞いたりしたときなどに、外部の相

談機関に相談することの大切さについて指導する。 
また、発達の段階に応じ、スマートフォン等で、このアプリケーションから「教育相談

一般・東京都いじめ相談ホットライン」に、いつでも無料で電話が掛けられることを周知

する。 
⇒３ 9・ 117 ページ参照 

※15 教育相談一般・東京都いじめ相談ホットライン 東京都教育相談センターが、年間を通じ 24 時間体制で、いじ

めに悩む子供やその保護者等からの相談に応じる専用回線。0120-53-8288 

※16 「いじめ防止カード」  東京都教育委員会が、毎年度、全公立学校の子供等に配布。いじめ問題の解決のために

自分がどのように行動すればよいかに加え、「教育相談一般・東京都いじめ相談ホットライン」の電話番号を記載 

【いじめ防止対策推進法】 

第 16 条第２項 国及び地方公共団体は、いじめに関する通報及び相談を受け付けるための体制の整

備に必要な施策を講ずるものとする。 

⑤⑤  各各学学校校でで充充実実・・推推進進 

④④  全全校校でで実実施施 

④④  全全校校でで実実施施 
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（（５５））保保護護者者、、地地域域、、関関係係機機関関等等かかららのの情情報報提提供供やや通通報報  

 

 学校は、保護者、地域、警察及び福祉等の関係機関との信頼関係に基づき、多角的

な視点から、いじめの実態やいじめにつながりかねない子供たちの状況等について、

日常的に情報を共有できる体制を構築しておくことが重要である。 

 今後とも、学校は、保護者、地域、関係機関等の職員等に対して、いじめを含めて、

子供たちの様子で気になることがあったら、どんな小さなことでも遠慮せずに学校ま

で通報してもらえるよう依頼していく。 

 

 

 

 

 

 

アア  保保護護者者相相談談、、面面談談、、家家庭庭訪訪問問等等のの実実施施  

保護者が、いじめを含む子供の問題等について、学級担任をはじめとする様々な教職員

に対して、いつでも誰にでも相談することができるよう、学校教育相談の体制を整備する

とともにその旨の周知を確実に行う。 
また、学級担任等による計画的な保護者面談や家庭訪問等を通して、子供が抱えるいじ

めや他の問題に対して、教職員と保護者との緊密な連携の下に解消を図っていくことがで

きるよう互いの信頼関係を構築する。 
 【参考】 ○ 保護者向けリーフレット「『どうしたの？』一声かけてみませんか 

～子供の不安や悩みに寄り添うために～」令和２年９月 

○ いじめのサイン発見シート 

⇒125～126 ページ 

【いじめ防止対策推進法】 

第９条第４項 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめ

の防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。  
 

④④  全全校校でで実実施施 

【いじめ防止対策推進法】 

第８条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、

地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期

発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるとき

は、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。 

第 23 条第１項 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び

児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実がある

と思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な

措置をとるものとする。 

【【ポポイインントト】】  

○ 

○ 

 

具体的な 取組
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エエ 地域住民（民生・児童委員、主任児童委員、自治会役員、卒業生、卒業生の保護者等）からの情報提供や通報  

    

地域住民（民生・児童委員、主任児童委員、自治会役員、卒業生、卒業生の保護者等）

が、いじめを含む子供の気になる様子を見たり聞いたりした場合には、速やかに学校に通

報してもらえるようにする。そのために、各構成員の代表が所属している「学校サポート

チーム」の定期的な会議や、それぞれの定期的な会合の機会に、「学校いじめ防止基本方針」

の内容を説明するなどして連携・協力体制を築く。 ⇒102・ 103 ページ参照 
 

※16 ユースソーシャルワーカー いじめ、中途退学等の問題の解決、不登校への支援に向け、子供や家庭が置かれ

ている環境改善等を行う福祉や就労に関する専門家。都立学校からの要請に応じて派遣される。 

※17 スクールソーシャルワーカー いじめ等の問題の解決、不登校への支援に向け、子供や家庭が置かれている環

境改善等を行う福祉に関する専門家。区市町村教育委員会が配置し、東京都教育委員会が経費の１/２を補助して

いる。                 

イイ  スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等による保護者相談の実施  

   

公立全小・中・高等学校に配置しているスクールカウンセラー、区市町村等が独自に配

置している教育相談員、要請に応じて都立学校に派遣するユースソーシャルワーカー※16、

区市町村教育委員会が配置しているスクールソーシャルワーカー※17等が、心理や福祉の専

門家として、いじめを含む子供の問題に関する保護者からの相談に応じたり、家庭を訪問

して環境改善を働き掛けたりする体制を整備する。また、年度当初の保護者会等の機会に、

その役割を伝えるなどして、教員以外の人材への相談方法等について周知する。 
 

⑤⑤  全全校校でで充充実実・・推推進進 

ウウ  ＰＴＡ、学校運営協議会（コミュニティスクール）委員、「学校サポートチーム」委員等からの情報提供や通報  

   

ＰＴＡ、学校運営協議会（コミュニティスクール）委員、「学校サポートチーム」委員等

が、いじめを含む子供の気になる様子を見たり聞いたりした場合には、早期に学校に通報

してもらえるよう、それぞれの組織等の定期的な会合の機会に、「学校いじめ防止基本方針」

の内容を説明するなどして、連携・協力体制を築く。 
 

⑤⑤  全全校校でで充充実実・・推推進進 

⑤⑤  全全校校でで充充実実・・推推進進 
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放課後 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オオ  警警察察、、児児童童相相談談所所等等のの関関係係機機関関かかららのの情情報報提提供供  

  警察・児童相談所等、子供の校外での行動、家庭での状況に関わり、問題の解決に向け

て専門的に対応する関係機関には、日常的な情報共有や、「学校サポートチーム」の定期的

な会議の機会に、情報の提供を依頼するなどして緊密な連携・協力体制を築く。 
 特に、いじめが犯罪行為に該当することが疑われる場合などは、「警察と学校との相互連

絡制度※18」及び「警視庁と東京都教育庁の連絡会議申合せ事項※19」に基づき、直ちに情報

を共有し、連携して対応することができるようにする。 ⇒130・ 134 ページ参照  

カカ  児児童童館館、、学学童童ククララブブ、、放放課課後後子子供供教教室室職職員員かかららのの情情報報提提供供やや通通報報  

    

放課後における子供の様子について把握するため、教職員は、児童館、学童クラブ、放

課後子供教室を定期的に訪問するなどして、当該施設の職員と日常的に情報を共有し合う

とともに、年度初めに「学校いじめ防止基本方針」の内容を説明する。 
また、子供の活動の中で、いじめが疑われる場合は直ちに学校に連絡してもらうよう依

頼する。 

キキ  学学校校非非公公式式ササイイトト等等のの監監視視にによよるる情情報報へへのの対対応応  

    
東京都教育委員会が関係機関と連携して実施している「学校非公式サイト等の監視※20」

や法務局から、インターネットを通じて行われるいじめに関する情報の提供があり、関係

する学校が、東京都教育委員会からその情報を受け取った場合は、直ちに該当すると思わ

れる子供の状況を確認するなどしていじめの早期発見に努める。 
 

※18 警察と学校との相互連絡制度 警察と学校が連携を強化し、子供の健全育成を効果的に推進するため、相互に

情報を提供する内容を定めた制度で、平成 16 年４月に、警視庁と東京都教育委員会が締結し、その後、所轄警察

署と区市町村教育委員会が締結した。 

※19 警視庁と東京都教育庁の連絡会議申合せ事項 上記連絡制度の実効性を高めるために、警視庁と東京都教育庁

が定期的な連絡会議を開催し、その時点での課題を踏まえた重点連携対策等を明確にしたものである。 

※20 学校非公式サイト等の監視 東京都教育委員会が、関係機関と連携して実施している事業で、インターネット

上への不適切な書き込みやいじめ等に関わると想定される書き込みが発見された場合は、その内容について連絡

を受ける制度である。監視結果については、緊急に対応するものがあるもの、学校ですぐに指導する必要がある

ものなど、書き込み内容の緊急性に応じて、110 番通報や都立学校及び区市町村教育委員会等への情報提供を行

う。学校においては、この情報に基づき、子供への指導や保護者への注意喚起を実施する。 

                      

【いじめ防止対策推進法】 

第 19 条第２項 国及び地方公共団体は、児童等がインターネットを通じて行われるいじめに巻き込

まれていないかどうかを監視する関係機関又は関係団体の取組を支援するとともに、インターネ

ットを通じて行われるいじめに関する事案に対処する体制の整備に努めるものとする。 

⑤⑤  全全校校でで充充実実・・推推進進 

⑤⑤  全全校校でで充充実実・・推推進進（（小小学学校校ののみみ）） 

②②  法法にによよるる充充実実・・推推進進規規程程 
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    早期対応 ～いじ めを解消し 、 安心し て生活でき るよう にする学校づく り ～ 3  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図表８】いじめの態様 
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う、中傷や嫌なことをされる。 
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「令和５年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導の諸課題に関する調査」（文部科学省）を基に作成 
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  小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 

スクールカウンセラー等の相談員が継続的に 
カウンセリングを行った。 2.8％ 8.9％ 34.0％ 53.6％ 

別室の提供や常時教職員が付くなどして、心身の安全を
確保した。 1.4％ 8.6％ 25.9％ 42.9％ 

緊急避難として欠席させた。 0.0％ 0.2％ 3.4％ 3.6％ 

学級担任や他の教職員等が家庭訪問を実施した。 0.4％ 3.4％ 1.4％ 3.6％ 

年度途中に学級替えをした。 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 

当該いじめについて、教育委員会と連携して対応した。 1.0％ 4.6％ 17.7％ 7.1％ 

児童相談所等の関係機関と連携して対応した。 
（サポートチームなども含む。） 0.2％ 0.9％ 7.5％ 10.7％ 

【図表 10】被害の子供への特別な対応 

【図表９】加害の子供への特別な対応 

令和５年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（文部科学省）を基に作成 

  小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 

スクールカウンセラー等の相談員がカウンセリングを 
行った。 2.3％ 4.1％ 25.2％ 28.6％ 

校長、副校長が指導した。 3.8％ 2.5％ 40.8％ 32.1％ 

別室で授業等を行った。 0.4％ 0.8％ 17.0％ 25.0％ 

年度途中に学級替えをした。 0.0％ 0.0％ 0.7％ 0.0％ 

退学・転学（懲戒処分としての退学） 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 

退学・転学（その他） 0.0％ 0.0％ 6.1％ 0.0％ 

停学     0.0％ 0.0％ 

出席停止 0.0％ 0.0％     

自宅学習・自宅謹慎     4.1％ 0.0％ 

訓告 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 

保護者への報告 49.3％ 75.8％ 63.3％ 60.7％ 

いじめられた児童・生徒やその保護者に対する謝罪の 
指導 49.6％ 50.9％ 49.7％ 50.0％ 

警察、児童相談所、病院等の関係機関等との連携 0.5％ 2.2％ 13.6％ 25.0％ 

 令和５年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（文部科学省）を基に作成 



61

早
　
期

　
対

　
応

第 1 部

早
　
期

　
発

　
見

未
　
然

　
防

　
止

重
大
事
態
へ
の
対
処

　

 

 

23  

【 ポイ ント 】

 

 

校長による

において、校長が

校

長が

○

○

対応方針を



62

早
　
期

　
対

　
応

第 1 部

早
　
期

　
発

　
見

未
　
然

　
防

　
止

重
大
事
態
へ
の
対
処

　

 

 

25 10 11

29 14

ファ イリング

ファイリ ング



63

早
　
期

　
対

　
応

第 1 部

早
　
期

　
発

　
見

未
　
然

　
防

　
止

重
大
事
態
へ
の
対
処

　

 

23

【 ポイ ント 】

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 （ 【 参照】 6 5 ページ ） 。
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○

○

（ 【 参照】 65 ページ ） 。

【 参照】 82ページ ： 懲戒による指導、出席停止

（ 【 参照】 65 ページ ） 。

 
 
 
 
 
 
 

 

【 ポイ ント 】

○

○

（ 【 参照】 65 ページ ） 。

【 参照】 82ページ ： 懲戒による指導、出席停止

（ 【 参照】 65 ページ ） 。
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◎ いじ めの程度に応じ た対応（ 例）  

 加害の子供の行為の重大性の程度 

低  高 

好意で 行
っ た言動 

意図せず
に行っ た
言動 

衝動的に行っ た言動 故意で行っ た言動 

暴力を 
伴わない 

暴力を 
伴う  

暴力を 
伴わない 

暴力を 
伴う  

被

害

の

子

供

が

感

じ

る

心

身

の

苦

痛

の

程

度 

 

 

 

低 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 

精神的な
状況 

暴力を  

伴う 場合 

一時的

な不快

感・ 落ち

込み 

けが 

なし  

□■経過
観察、 定
期的な 声
掛け 
□保護者
への連絡 

□気持ち
の 受容、
本人の 良
さ を 伝え
る 、 保護
者への 連
絡 
■人を 傷
付け る 言
葉に つい
て説諭 
□■経過
観察、 定
期的な 声
掛け 

□心のケア、
保 護 者 へ の
連絡 
■ 絶 対 に 使
っ て は い け
な い 言 葉 へ
の指導 
□ ■ 経 過 観
察、 定期的な
声掛け 

□心のケア、
Ｓ Ｃ の面接、
保 護 者 へ の
連絡 
■ 暴 力 は 絶
対 に 許 さ れ
な い こ と に
ついて指導、
相 手 へ の 謝
罪指導、 保護
者への連絡 

□ 経 緯 の 聞
き 取り 、 心の
ケア、 Ｓ Ｃ の
面接、 何かあ
っ た ら す ぐ
に 相 談 す る
よ う 助言、 保
護 者 へ の 連
絡 
■ 経 緯 の 聞
き 取り 、 行為
への指導、 保
護 者 へ の 連
絡 

□経緯の聞き 取
り 、 心のケ ア 、
Ｓ Ｃ の面接、 何
かあ っ た ら すぐ
に相談する よ う
助言、 保護者へ
の毎日の連絡、
外部相談機関の
紹介 
■経緯の聞き 取
り 、 反省を 促す
た め の 別 室 指
導、 保護者への
連絡 
□■学校サポー
ト チーム 会議の
開催 

継続的

な不快

感・ 落ち

込み 

保健室

で処置

する

程度の

けが 

□気持ち
の受容、
相手の言
動の 意図
を 説明、
Ｓ Ｃ の面
接 
■親切へ
の評価、
相手の気
持ち の説
明 

□家庭訪
問、 保護
者と の 連
携、 Ｓ Ｃ
の面接 
■不適切
な 言動へ
の指導 

□家庭訪問、
保 護 者 と の
連携、 Ｓ Ｃ の
面接 
■ 絶 対 に 使
っ て は い け
な い 言 葉 へ
の指導、 相手
へ の 謝 罪 指
導、 保護者へ
の連絡 

□家庭訪問、
保 護 者 と の
連携、 Ｓ Ｃ に
よ る 恐 怖 感
の解消 
■ 怒 り の 対
処法指導、 保
護 者 と の 連
携 

□家庭訪問、
保 護 者 へ の
毎日の連絡、
Ｓ Ｃ と の 継
続的な面接 
■ 複 数 の 教
員 に よ る 指
導、 監督 
□ ■ 複 数 の
教 員 に よ る
経過観察 

□学校が守り 抜
く こ と を 伝 え
る 、 毎日の状況
確認 
■警察や児童相
談所等と の連携
によ る 厳し い指
導 
□■Ｐ Ｔ Ａ と の
連携、 地域住民
と の連携 

登校 

渋り  

医療機

関で１

回治療

する

程度の

けが 

□家庭訪
問、 個人
面談、  
■相手の
状況に応
じ た 親切
の在り 方
の指導、
保護者へ
の連絡 

□SSW、Y SW、
家庭と 子供の
支援員活用 
■ 保 護 者 と
の連携、 外部
専 門 家 と の
連携 

□SSW、Y SW、
家庭と 子供の
支援員活用 
■医療、 福祉
期 間 等 と の
連携 

□SSW、YSW、
家庭と 子供の
支 援 員 の 活
用、 医療・ 福
祉 機 関 等 と
の連携 
□ ■ 学 校 サ
ポ ー ト チ ー
ム 会 議 の 開
催 

□毎日の安全確
保、 状況確認、
SSW、Y SW、家庭
と 子供の支援員
の活用 
■警察と 連携し
た 法令に基づく
措置と 厳格な 指
導 
□■いじ め対策
保護者会開催 

重

大

事

態 

不登校 
継続し た
通院が必要
なけが 

      

入院・ ひ
き こ も り  

入院が
必要な
けが 

      

自殺企図 
後遺症
が残る
けが 

      

□ 以下に示す対応は、 あく ま でも 例であり 、 被害や加害の子供の状況、 保護者の意向等に応じ て、

個別に判断する 。  

□ 下記にかかわら ず、 事案によ っ ては、 重大性や緊急性等に配慮し て、 行為を 確認し た時点で教員

が即対応し 、 事後に報告する など の例外も あり 得る 。  
□： 被害の子供への対応例 ■： 加害の子供への対応例 

□■ いじ め防止対策推進法第 28 条及び第 30 条に基づく 調査 

□■ 状況に応じ た組織的かつ適切な対応によ る 問題の解決 

□■ 再発防止策の策定、 実施 

※ 重大事態かど う かの判断は、 加害の子供の行為の重大性の程度によ る こ と なく 、

法第 28 条の規定に基づき 、被害の子供が感じ る 心身の苦痛の程度や不登校の状況、

被害の子供や保護者の訴え等を 考慮し 、 学校と 所管教育委員会で適切に行う 。  

※　 Ｓ Ｃ ： ス ク ールカウ ン セラ ー　 Ｓ Ｓ Ｗ： ス ク ールソ ーシャ ルワ ーカー　 Y SW： ユース ソ ーシャ ルワ ーカー   

③ 法による必要がある場合の実施規定

□ SSW、
Y S W 、
家庭と 子
供の 支援
員活用
■相手へ
の謝罪指
導、 保護
者への連
絡
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（ 参照： 7 5 ページ）

は、 心身の苦痛を 受けている 可能

性がある 。 程度

○

○



67

早
　
期

　
対

　
応

第 1 部

早
　
期

　
発

　
見

未
　
然

　
防

　
止

重
大
事
態
へ
の
対
処

　

 

23  

 

、ユースソ ーシャルワーカー



68

早
　
期

　
対

　
応

第 1 部

早
　
期

　
発

　
見

未
　
然

　
防

　
止

重
大
事
態
へ
の
対
処

　

 

23

 

 

⇒12 8 ～12 9 ページ参照

⇒13 3 ～13 4 ページ参照
ぜん
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13 137

 

 

必要に応じ て、 警察と 連携し 、 警察の指示のも と 対応する 。
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大き いこ と 、 一度SN S等

に掲載さ れる と 完全に消

すこ と ができ な いな ど の

特徴があ る こ と を 理解さ

せる 。

し たり 、 傷ついたり

1

する 現状

の
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小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 合計 

70 32 4 1 107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図表 11】いじめ防止対策推進法第 28 条第１項に規定する「重大事態」の発生件数  

 

「令和５年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導の諸課題に関する調査」（文部科学省） 

【図表 12】「重大事態」について、重大な被害を把握する以前のいじめの対応状況  

 

【図表 13】「重大事態」の調査主体別件数  

 

令和５年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（文部科学省） 

令和５年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導の諸課題に関する調査」（文部科学省） 

現　 　 状

    重大事態への対処 ～問題を明ら かにし 、 いじ めを繰り 返さ ない学校づく り ～ 4

検討中
４ 件（ 3 .7 % ）

当該学校

7 5 件（ 7 0 .1 % ）

当該学校の設置者

（ 当該学校以外）

2 8 件（ 2 6 .2 % ）

いじ めとして認知していなかった

4 1 件（ 3 8 .3 % ）

いじ めとして認知していた

6 6 件（ 6 1 .7 % ）
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いじめの重大事態が発生した場合は、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン 

チェックリスト（文部科学省 令和６年８月）」を活用し、確実に対応をする。 

〇〇  重重大大事事態態発発生生時時のの対対応応  

  ・ 重大事態の発生報告 

  ・ 重大事態発生時の初動対応 

  ・ 報道等への対応 

 

〇〇  対対象象児児童童・・生生徒徒、、保保護護者者等等にに対対すするる調調査査実実施施前前のの事事前前説説明明  

  ・ 事前説明等を行うに当たっての準備 

  ・ 対象児童・生徒、保護者に対する事前説明 

   ・ 関係児童・生徒、保護者に対する説明等 

  

〇〇  重重大大事事態態調調査査のの進進めめ方方  

  ・ 調査の進め方についての事前検討 

  ・ 調査の実施 

 

〇〇  調調査査結結果果のの説説明明・・公公表表  

  ・ 対象児童・生徒、保護者への調査結果の説明 

  ・ いじめを行った児童・生徒、保護者への調査結果の説明 

いじ めの重大事態の調査に関するガイ ド ラ イ ン　 チェ ッ ク リ スト の活用
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下記は例示であり 、こ こ に掲載さ れていないも のやこ れら を下回る程度の被害であるも の、診断書や警察

への被害届の提出がない場合であっ ても 、総合的に判断し 重大事態と 捉える場合があるこ と に留意する。

①　 児童生徒が自殺を企図し たも の

　 〇　 軽傷で済んだも のの、自殺を企図し た。

①　 児童生徒が自殺を企図し たも の

　 〇　 軽傷で済んだも のの、自殺を企図し た。

②　 心身に重大な被害を負っ た場合

　 〇　 リ ス ト カッ ト など の自傷行為を 行った。

　 〇　 暴行を受け、骨折し た。

　 〇　 投げ飛ばさ れ脳震盪と なっ た。

　 〇　 殴ら れて歯が折れた。

　 〇　 カッ タ ーで刺さ れそう になったが、咄嗟にバッ グを盾にし たため刺さ れなかっ た。※

　 〇　 心的外傷後ス ト レ ス 障害と 診断さ れた。

　 〇　 嘔吐や腹痛など の心因性の身体反応が続く 。

　 〇　 多く の生徒の前でズボンと 下着を 脱がさ れ裸にさ れた。※

　 〇　 わいせつな画像や顔写真を 加工し た画像をイ ンタ ーネッ ト 上で拡散さ れた。※

③　 金品等に重大な被害を被っ た場合

　 〇　 複数の生徒から 金銭を 強要さ れ、総額１ 万円を 渡し た。

　 〇　 ス マート フ ォ ンを 水に浸けら れ壊さ れた。

④　 いじ めにより 転学を余儀なく さ れた場合

　 〇　 欠席が続き（ 重大事態の目安である 30日には達し ていない） 当該学校へは復帰ができ ないと 判断し 、

　 　 転学（ 退学等も 含む） し た。

※を付し た事例については、通常こ のよ う ないじ めの行為があれば、児童生徒が心身又は財産に重大な被害

　 が生じ る と 考え、いじ めの重大事態と し て捉えた。

【 いじ め重大事態の調査に関する ガイ ド ラ イ ン（ 令和６ 年８ 月）　 文部科学省　 4 8 ページ】
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【 いじ め重大事態の調査に関する ガイ ド ラ イ ン（ 令和６ 年８ 月） 文部科学省　 1 7 ページ】

（ ２ ） 地方公共団体の長等への報告、必要な連携

　 地方公共団体の長等へ報告する 事由について法律上の規定はないが、地方公共団体の長等と

必要な情報を 共有し 、調査を 行う に当たっ ての体制構築に係る 支援や当該重大事態への対処に

係る 支援を求める など の連携を 円滑に行う こ と ができ る よ う 、少なく と も 以下の事項について

は重大事態発生時点の状況と し て報告を 行う こ と が望ま し い。その際、公立学校においては、

調査に要する 費用や調査の実施体制について地方公共団体の長と 教育委員会と で確認する こ

と が考えら れる 。

＜地方公共団体の長等へ報告を行う 事由＞

① 学校名

② 対象児童生徒の氏名、学年等

③ 報告時点における 対象児童生徒の状況（ いじ めや重大な被害の内容、訴えの内容等）

※その時点で把握し ている 事実関係を記載する こ と

と き
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【 ポイ ント 】

いじ めを受けた児童等の教育を受け

子供

る 権利を著しく 侵害し 、その

○

○

○
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2 1

 

 

 

　 事前説明は、「 速やかに説明・ 確認する 事項」 と「 調査組織の構成や調査委員等調査

を行う 体制が整った段階で説明する 事項」 の大きく２ 段階に分けて行う こと が考えら れる 。

　 重大事態への対処に当たっては、「 いじ め防止対策推進法」に基づく 調査（ 参照： 8 4 ページ）

の結果等の情報について、被害の子供の保護者に提供すること が規定さ れている 。学校

は、こ の結果に加えて、当該の子供が安心して学校生活を送れるよう にする ための支援の

方策について、保護者に説明し たり 意見を聴取し たり して、理解を得るとともに、そう し た

対応の結果、ど のよう に状況が改善さ れたかを、定期的に報告すること が不可欠である 。

【  いじ め重大事態の調査に関する ガイ ド ラ イ ン（ 令和６ 年８ 月） 文部科学省　 2 6 ページ 】

●　 対象児童生徒・ 保護者に対し て事前説明を行う 際は、説明事項をリ ス ト 化し て対象児童生徒・

保護者に示すなど説明内容を「 見える 化」 する こ と が望ま し い。

●　 事前説明は、大き く ２ 段階に分けて行う こ と が考えら れる 。以下のと おり 、当該事案がいじ め重

大事態に当たる と 判断し た後（ すなわち、重大事態調査を行う こ と と なった後） 速やかに説明・ 確

認する 事項と 調査組織の構成や調査委員等調査を行う 体制が整った段階で説明する 事項がある 。

支援

2 1

学びの継続に向けた支援、
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【 ポイ ント 】

○

○
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【 ポイ ント 】

2 6

2 5

2 6

 

2 5

⇒12 8 ～12 9 ページ参照

住民

住民

○

○
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【 ポイ ント 】

○

○

○

○

○

○

　 被害の子供が学校を 転校し た場合又は高等学校等を退学し た場合は、 生命心身財産

重大事態に該当する こ と が十分に考えら れる 。 現在、 被害の子供が欠席し ていないこ

と から 、 不登校の定義には該当し ないと 考え、 詳細な調査を行わない等の対応がと ら

れる こ と がないよ う 、 留意し なければなら ない。

　 調査中に関係資料（ アンケート の質問票や聴取結果を ま と めた文書等） を 誤っ て廃

棄する こ と があってはなら ない。 関係資料と 重大事態調査を行った後の調査報告書に

ついては、 学校の設置者が定める 文書管理規則等に基づき 、 関係資料の保存期間を明

確に定めておく 必要がある 。

【  いじ め重大事態の調査に関する ガイ ド ラ イ ン（ 令和６ 年８ 月） 文部科学省　 1 3 ページ 】

　 いじ めを 受けた疑いがある 児童生徒が学校を 転校し た場合又は高等学校や私立の小中学校等を退

学し た場合は、いじ めによ り 転校・ 退学に至る ほど 精神的な苦痛を 受けていた可能性がある こ と か

ら 、生命心身財産重大事態に該当する こ と が十分に考えら れ、適切に対応する 必要がある 。こ の点、

当該児童生徒が欠席し ていないこ と から 、不登校重大事態の定義には該当し ないため詳細な調査を

行わないなど と いっ た対応がと ら れる こ と がないよ う 、教育委員会を はじ めと する 学校の設置者及

び都道府県私立学校担当部局は指導を行う こ と が望ま れる 。

【  いじ め重大事態の調査に関する ガイ ド ラ イ ン（ 令和６ 年８ 月） 文部科学省　 1 8 ページ 】

　 調査中に関係資料（ アンケート の質問票や聴取結果をまと めた文書等） を誤って廃棄すること のない

よう にするため、また、対象児童生徒・ 保護者から 、重大な被害が発生してから 一定期間が経過し た

後に「 いじ めにより 重大な被害が生じ た」 等の申立てがなさ れる 場合があることを踏まえ、学校の設置

者又は学校が定める文書管理規則等に基づき、関係資料の保存期間を明確に定めておく 必要がある 。

こ の点、アンケート の質問票や対象児童生徒・ 関係児童生徒等から の回答、アンケート や聴取の結果

をまと めた文書等は、指導要録の保存期間を踏まえて５ 年と すること が望まし い。また、重大事態調査

を行った後の調査報告書についても保存期間を定めること が必要であり 、５ 年と すること が望まし い。
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【  いじ め重大事態の調査に関するガイ ド ラ イ ン（ 令和６ 年８ 月） 文部科学省　 2 0 ページ 】

●　 学校主体と なる 場合も 法第28条第３ 項に基づき 、学校の設置者は、学校に対し て必要な指導及

び人的配置や調査に要する 費用を含む適切な支援を行わなければなら ない。

●　 なお、不登校重大事態については、こ れま でも 詳細な事実関係の確認や再発防止策の検討だけ

でなく 、対象児童生徒の学校復帰や学びの継続に向けた支援につなげる こ と を調査の目的と し て

位置付けており 、学校内の様子や教職員・ 児童生徒の状況は対象児童生徒が在籍する 学校が最も

把握し ている こ と を踏ま えて、引き 続き 、原則と し て学校主体で調査を行う こ と と する 。

　 不登校重大事態については、 原則と し て学校主体で調査を行う 。

第 28 条第１ 項２ 号

※「 いじ め重大事態の調査に関する ガイ ド ラ イ ン 」 の改訂（ 令和６ 年８ 月） に伴い、「 不登校重大事態に係

る 調査の指針」（ 平成28年3月） は廃止と なり 、「 いじ め重大事態の調査に関する ガイ ド ラ イ ン（ 令和６

年８ 月）」 に一本化さ れた。

文部科学省が令和６ 年８ 月に改定し た「 いじ め重大事態

や学びの継続に向けた支の調査に関する ガイ ド ラ イ ン 」

援につなげる こ と 、
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28 ２

【  いじ め重大事態の調査に関するガイ ド ラ イ ン（ 令和６ 年８ 月） 文部科学省　 4 0 ページ 】

●　 調査主体から 、対象児童生徒・ 保護者に対し て、重大事態調査結果を 地方公共団体の長等に報

告する 際に対象児童生徒・ 保護者から の所見書を 併せて地方公共団体の長等へ提出する こ と が可

能である こ と を 説明する 。その際、意向の確認や提出する 場合はいつ頃ま でに提出し てほし いか

目安等を示すこ と が望ま し い。

 

（ ２ ） 対象児童生徒・ 保護者によ る 地方公共団体の長等への調査結果に対する 所見書の提出

　 被害の子供やその保護者に調査結果を 説明する 際には、 調査結果に対する 被害の子

供・ 保護者から の所見書を 併せて地方公共団体の長等へ提出する こ と が可能である こ と

を説明する 。



87

重
大
事
態
へ
の
対
処

　

第 1 部

早
　
期

　
対

　
応

早
　
期

　
発

　
見

未
　
然

　
防

　
止

30

30

28

 

 

【  いじ め防止等のための基本的な方針（ 平成2 5 年1 0 月1 1 日　 文部科学大臣決定〔 最終改訂　 平成2 9 年３ 月1 4 日〕） 】

　 いじ めを受けた児童生徒又はその保護者が希望する 場合にはいじ めを受けた児童生徒又はその保護

者の所見をま と めた文書の提供を受け調査結果の報告に添えて地方公共団体の長等に送付する 。

【  いじ め重大事態の調査に関するガイ ド ラ イ ン（ 令和６ 年８ 月） 文部科学省　 4 0 ページ 】

●　 対象児童生徒・ 保護者から 所見書が提出さ れている 場合には地方公共団体の長等へ併せてその内

容を説明する 。

　 その際、 調査結果に対する 被害の子供又はその保護者の所見が提出さ れている 場合に

は、 それを 調査結果の報告書に添えて提出し 、 説明する 。
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【チェックリスト①】いじめ重大事態に対する平時からの備え           

 
●学校における平時からの備え 

チェックポイント チェック 
年度初めの職員会議や教員研修等の実施により、全ての教職員は、学校いじめ防止基
本方針はもとより、法や基本方針等についても理解し、重大事態とは何か、重大事態
に対してどう対処すべきかなどについて認識している。 

□ 

実際に重大事態が発生した場合には、校長がリーダーシップを発揮し、学校いじめ対
策委員会を活用しつつ、各教職員が適切に役割分担に従い、連携して対応できる体制
を整えている。 

□ 

学校いじめ防止基本方針について、入学時・各年度の開始時に児童・生徒、保護者、
関係機関等に説明している。 □ 

学校いじめ対策委員会について、次のような対応を適切に行えるよう、平時から実効
的な組織体制を整えている。 
・学校におけるいじめの防止及び早期発見・早期対応に関する措置を実効的・組織的

に行うこと 
・法第23条第２項に基づいていじめの疑いがある場合の調査等を行うこと 
・重大事態の申立てがあった場合の確認等の役割を担うこと など 

□ 

校長のリーダーシップの下、生活指導主任等を中心として組織的な支援及び指導体制
を構築した上で、学校いじめ防止基本方針に定める年間計画において定例会議の開催
等を位置付け、その中で、学校いじめ対策委員会が重大事態の発生を防ぐために重要
な役割を担っている組織であることを確認するとともに、重大事態が発生した際の適
切な対処の在り方について、全ての教職員の理解を深める取組を行っている。 

□ 

学校がいじめへの対応で判断に迷う場合等に備えて、迅速に学校の設置者に相談を行
うことができるよう連携体制を整えている。 □ 

「学校いじめ対策委員会」において会議を開催した際の記録や児童・生徒への支援及
び指導を行った際の記録を作成し、保存しておく体制を整えている。 □ 

日頃の学校教育活動の中で作成、取得したメモ等をそのままにせず、各学校又はその
学校の設置者において定める文書管理規則等に基づいて、適切に管理する体制を整え
ている。 

□ 

様々な情報を効率的に記録し、保存するため、統一のフォーマットの作成等文書管理
の仕組みを整えている。 □ 

学校が認知したいじめへの対応を行っている中で、重大な被害が疑われる場合や、欠
席が多くなり、不登校につながる可能性が高い児童・生徒について、当該児童・生徒
の保護者に重大事態調査について説明を行い、学校と家庭が連携して児童・生徒への
支援について方向性を共有できる体制を整えている。 

□ 

いじめが犯罪行為に相当し得ると認められる場合には、学校としても、警察への相談・
通報を行うことについて、あらかじめ保護者等に対して周知している。 □ 

そもそも、いじめを重大化させないことが重要であり、学校全体でいじめの防止及び
早期発見・早期対応に取り組んでいる。 □ 

 

※本チェックリストは、いじめ重大事態に対する平時からの備えや 重大事態調査の実施等
に当たり、基本的な項目についてチェックリスト形式にまとめたものであり、実際の対
応に当たっては、法、基本方針、ガイドライン等をよく確認した上で対応すること。 

いじめの重大事態の調査に関するガイドライン チェックリスト 

参考：〇いじめの重大事態の調査に関するガイドライン チェックリスト（令和６年８月）を基に作成（都立学校版） 
〇令和６年９月 24 日付６教指企第 611 号「いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂について 
 （通知）」において、区市町村版を送付済 

89

重
大
事
態
へ
の
対
処

　

第 1 部

早
　
期

　
対

　
応

早
　
期

　
発

　
見

未
　
然

　
防

　
止



 

 

【チェックリスト②】重大事態発生時の対応                       
 
●重大事態の発生報告 

チェックポイント チェック 日付 
【公立学校】重大事態の発生報告 
当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会を経由して、地方公共団体の
長等まで重大事態が発生した旨を報告した。 □  

報
告
内
容 

学校名 □  
対象児童・生徒の氏名、学年等 □ 
報告時点における対象児童・生徒の状況（いじめや重大な被害の内容、
訴えの内容等）※その時点で把握している事実関係を記載すること □ 
その他（                         ） □ 

 
●重大事態発生時の初動対応 

◆資料の収集・保存 
チェックポイント チェック 日付 

重大事態調査の実施に必要な学校作成資料等の収集、整理した。 □  

資
料 
例 

学校が定期的に実施しているアンケート □  
教育相談の記録 □ 
これまでのいじめの通報や面談の記録 □ 
学校いじめ対策委員会等における会議の議事録 □ 
学校としてどのような対応を行ったかの記録 □ 
その他（                         ） □ 

学校の設置者又は学校が定める文書管理規則等に基づき、関係資料の保存期
間を明確に定めている。 □  

再調査に向けた具体的な動きがある場合に備え、適宜保存期間を延長するな
どの手続きを経るための準備ができている。 □  

  
◆報道等への対応 

チェックポイント チェック 日付 
報道対応の担当者（基本的には校長や副校長等の管理職）を決めて、正確で
一貫した対応を行う体制を整えた。 □  
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【チェックリスト③】対象児童・生徒、保護者等に対する調査実施前の事前説明        
 
●事前説明等を行うに当たっての準備 

◆説明の準備 
チェックポイント チェック 日付 

対象児童・生徒、保護者等に対する説明に当たり、調査主体において説明事
項の整理・確認、説明者の検討を行った。 □  

どのような内容を説明するのか、予め対象児童・生徒、保護者から同意を得
るもの、考えを伺うものなどを整理した。 □  

説明時の説明者、説明者の補佐、記録者などの役割を決定した。 □  
説明時の録音の有無を確認した。 □  
説明の場の設定や説明者の人数等を決定した。 □  

 
●対象児童・生徒、保護者に対する事前説明 
 ◆対象児童・生徒、保護者への説明事項 

【重大事態に当たると判断した後速やかに説明・確認する事項】 
チェックポイント チェック 

①重大事態の別・根拠 
法で定義されている重大事態について説明した。 

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが
あると認めるとき（以下１号重大事態）。 

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされて
いる疑いがあると認めるとき（以下２号重大事態）。 

□ 

１号重大事態、２号重大事態のいずれに該当するのかということや法に基づき、調査
を行うこととなることなど、根拠を示しながら説明した。 □ 

重大事態として認めた時期について説明した。 □ 
当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会を経由して、地方公共団体の長等に対
し、発生報告を行っていることを説明した。 □ 

②調査の目的 
本調査は、民事・刑事・行政上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的と
するものではなく、事実関係を可能な限り明らかにし、その結果から当該事態への対
処や、同種の事態の発生防止を図るものであることについて説明した。 

□ 

本調査は、関係者の任意の協力を前提とした調査であり、事実関係が全て明らかにな
らない場合や重大な被害といじめとの関係性について確実なことが言えないことも想
定されることについて説明した。 

□ 

③調査組織の構成に関する意向の確認 
調査組織の構成については公平性・中立性が確保されるよう人選等を行う必要がある
ことについて説明した。 □ 

対象児童・生徒、保護者から構成員の職種や職能団体について要望があるかどうかを
確認した。 □ 

職能団体等を通じて推薦を依頼する場合には、対象児童・生徒、保護者の意向を伝え
ることができること、一般的に職能団体等からの推薦を経て調査委員会の委員に就任
する者については第三者性が確保されると考えられること、職能団体等における推薦
の手続きには時間を要することについて説明した。 

□ 

対象児童・生徒、保護者が指定する者を調査組織に参画するよう求められた場合には、
調査の公平性・中立性が確保できなくなることから、職能団体等を通じて推薦を依頼
することについて説明した。 

□ 

④調査事項の確認 
調査事項となるいじめ（疑いを含む）や出来事について確認した。 □ 

説明日： 
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児童・生徒を取り巻く環境を可能な限り網羅的に把握することは重大事態への対処、
再発防止策の検討において必要であることから、個人的な背景及び家庭での状況も調
査することが望ましく、調査組織の判断の下で、これらの事項も調査対象とする場合
があることについて説明し、理解を求めた。 

□ 

⑤調査方法や調査対象者についての確認 
調査方法について要望があるか確認した。 □ 
実際に聴き取り等を行う対象者等についても要望がある可能性があることから、この
時点で確認した。 □ 

調査組織の判断で要望のあった者以外にも聴き取り等を行う場合があることについて
説明した。 □ 

対象児童・生徒、保護者が関係児童・生徒等への聴き取り等をやめてほしいと訴えて
いる場合には、関係児童・生徒への聴き取り等を行わないなど調査方法、範囲を調整
し、対象児童・生徒、保護者が納得できる方法で行うことができる旨を説明するとと
もに、調査方法や対象について要望を聴き取った。 

□ 

関係児童・生徒等への聴き取りを行わない場合は、いじめ行為を含む詳細な事実関係
の確認、いじめと対象児童・生徒の重大な被害との具体的な影響・関連の説明等が難
しくなるなどの可能性があることについて説明した。 

□ 

⑥窓口となる担当者や連絡先の説明・紹介 
窓口となる者を紹介し、連絡先等について説明した。 □ 
※その他 
独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の申請について説明を行っ
た。 □ 

 

 

◆対象児童・生徒、保護者への説明事項 
  【調査組織の構成や調査委員等調査を行う体制が整った段階で説明する事項】 

チェックポイント チェック 
①調査の根拠、目的 
調査の根拠、目的について説明した。 □ 
②調査組織の構成 
調査組織の構成について、調査委員の氏名や役職を紹介した。 □ 
職能団体等からの推薦を受けて選出した調査委員については、そのことに触れながら
説明を行い、公平性・中立性が確保された組織であることを説明した。 □ 

③調査時期・期間（スケジュール、定期報告） 
対象児童・生徒、保護者に対して、調査を開始する時期や当面のスケジュールについ
て目途を示した。 □ 

実際に調査を開始すると、新たな事実が明らかになるなど調査が始まってから調査期
間が変更になる可能性があることを説明した。 □ 

定期的に及び適時のタイミングで経過報告を行うことについて説明した。 □ 
④調査事項・調査対象 
重大事態の調査において、どのような事項（対象とするいじめ（疑いを含む）や出来
事、学校の設置者及び学校の対応等）を、どのような対象（聴き取り等をする児童・
生徒・教職員等の範囲）に調査するのかについて説明した。 

□ 

調査の中で新たな事実が明らかになり、調査対象となる事項が増えることや児童・生
徒等から聴き取り等を行うことができず、調査の中で対象とする事項を決めていく場
合もあるため、そのような場合には臨機応変に対応していくことについて説明した。 

□ 

説明日： 
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調査組織が、第三者委員会の場合等に、調査事項や調査対象を第三者委員会が主体的
に決定することも考えられるが、その場合には、方向性が明らかとなった段階で、適
切に説明を行うことについて、保護者に説明した。 

□ 

調査組織の判断の下で、児童・生徒の個人的な背景や家庭での状況も調査対象として
想定している場合には、そのことを対象児童・生徒、保護者に対して説明するととも
に、必要に応じて協力を求めた。 

□ 

⑤調査方法（アンケート調査の様式、聴き取りの方法・手順） 
重大事態調査において使用するアンケート調査の様式、聴き取りの方法・手順を説明
した。 □ 

事前に説明を行った段階で対象児童・生徒、保護者から調査方法について要望を聞い
ている場合には、要望に対して検討を行った結果について説明した。 □ 

⑥調査結果の提供 
法第 28 条第２項に基づいて、調査終了後、調査結果の提供・説明を行うことについて
説明した。 □ 

調査の過程で収集する個人情報について利用目的を明示するとともに、その取扱いに
ついて説明した。 □ 

関係児童・生徒、保護者に対して調査結果の提供・説明を行うことを説明した。 □ 
調査の過程で収集した聴き取りの結果やアンケートの調査票について提供を求められ
る場合があるが、個人情報保護法や情報公開条例等に基づいて対応することを説明し
た。 

□ 

例えば、アンケートの結果について、個人名や筆跡等の個人が識別できる情報を保護
する（例えば、個人名は伏せ、筆跡はタイピングし直すなど）等の個人が特定されな
いような配慮を行う必要があり、提供の希望がある場合にはそのような対応をとるこ
とについて説明した。 

□ 

公表について、学校の設置者等として公表に当たっての方針があれば、説明を行うと
ともに、個人情報保護法や情報公開条例等に基づいて対応することを説明した。 □ 

調査票を含む調査に係る文書の保存について、学校の設置者等の文書管理規則等に基
づき行うことや、文書の保存期間を説明した。 □ 

⑦調査終了後の対応 
法に基づいて、調査結果は、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会を経由し
て、地方公共団体の長等に報告を行うことを説明した。 □ 

重大事態調査を実施しても、事実関係が全て明らかにならない可能性があることを説
明した。 □ 

万が一、事前に確認した調査事項について調査がされておらず、地方公共団体の長等
が、十分な調査が尽くされていないと判断した場合には、再調査に移行することを説
明した。 

□ 

調査報告書について意見等があれば地方公共団体の長等に対する所見書を提出するこ
とができることを説明した。 □ 
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◆対象児童・生徒、保護者への説明に当たっての留意事項 
チェックポイント チェック 日付 

重大事態調査を開始する段階で記者会見、保護者会など外部に説明する必要がある 場合 
外部に説明する内容を事前に伝えた。 □  
公表する資料がある場合は、主に個人情報保護に係る確認の観点から、事前
に文案の了解を得た。 □  

自殺事案の場合 
自殺の事実を他の児童・生徒をはじめとする外部に伝えるに当たっては、遺
族から了解を得た。 
※遺族が自殺であると伝えることを了解されなかった場合や自殺と異なる死因を説明するよう求め

られた場合であっても、学校が“嘘をつく”と児童・生徒や保護者の信頼を失いかねないため、「急
に亡くなられたと聞いています」という表現に留めるなどの工夫を行わなければならない（「事故
死であった」、「転校した」などと伝えてはならない。）。 

□ 

 

対象児童・生徒から直接事情を聴く等のやり取りができない場合 
保護者を通じて家庭において確認するよう依頼した。 □  
対象児童・生徒、保護者と連絡や連携が取れない場合 
適当な者（例えば、調査主体側では対象児童・生徒、保護者と信頼関係の構
築ができている教師あるいはスクールカウンセラーやスクールソーシャルワ
ーカー、対象児童・生徒側では親族又は弁護士等を想定）を代理として立て
るなどの対応を行った。 

□ 

 

 

◆対象児童・生徒、保護者が詳細な調査や事案の公表を望まない場合 
チェックポイント チェック 日付 

対象児童・生徒、保護者が重大事態調査を望まない場合であっても、調査方
法や進め方の工夫により柔軟に対応できることを対象児童・生徒、保護者に
対して丁寧に説明した。 

□ 
 

 

 
●関係児童・生徒、保護者に対する説明等 

チェックポイント チェック 
対象児童・生徒、保護者に対する「【調査組織の構成や調査委員等調査を行う体制が
整った段階で説明する事項】」について、関係児童・生徒、保護者に対しても説明し
た。 

□ 

調査に関する意見を聴き取った。 □ 
調査結果を取りまとめた調査報告書について、対象児童・生徒、保護者に提示、提供、
説明を行うことになることについて説明した。 □ 

関係児童・生徒、保護者がいじめ行為の事実関係を否定している場合 
調査への協力が得られるよう、本調査は、民事・刑事・行政上の責任追及やその他の
争訟への対応を直接の目的とするものではなく、公平・中立に事案の事実関係を可能
な限り明らかにし、再発防止を目的とするものであることを丁寧に説明した。 

□ 

関係児童・生徒、保護者がいじめには当たらないと考えている場合 
法が定めるいじめの定義（法第２条第１項に定める定義）や法の趣旨（重大事態調査
は疑いのある段階から調査を行い、早期に対処していくという趣旨）等について説明
した。 

□ 

 

 

 

 

説明日： 

94

重
大
事
態
へ
の
対
処

　

第 1 部

早
　
期

　
対

　
応

早
　
期

　
発

　
見

未
　
然

　
防

　
止



95

重
大
事
態
へ
の
対
処

　

第 1 部

早
　
期

　
対

　
応

早
　
期

　
発

　
見

未
　
然

　
防

　
止

 

 

 

【チェックリスト④】重大事態調査の進め方                       
●調査の進め方についての事前検討 

チェックポイント チェック 日付 
調査の進め方やその実施に必要な体制整備と調査期間の見通しについて検討
し、調査組織を構成する調査委員の間で共通理解を図った。 □  

確
認 
・
検
討
事
項 

調査の目的・趣旨 □  
調査すべき事案の特定、調査事項の確認 □ 
調査方法やスケジュール □ 
調査に当たっての体制（第三者委員会と事務局の役割分担等） □ 
調査結果の公表の有無、在り方 □ 
その他（                         ） □ 
 □ 

 
●調査の実施 
 ◆調査全体の流れ 

チェックポイント チェック 日付 
調査の進め方、スケジュールを調査組織において決定した。 □  
学校の組織体制等の基本情報の把握及びこれまで作成している対応記録等の
確認をした。 □  

確
認
し
た
事
項 

当該学校の生徒指導体制、校務分掌等の組織体制が分かる資料 □  
学校いじめ防止基本方針 □ 
年間の指導計画 □ 
学校に設置される各委員会の議事録 □ 
過去のアンケート、面談記録 □ 
その他（                         ） □ 
 □ 

対象児童・生徒、保護者からの聴き取りを実施した。 □  
対象児童・生徒、保護者以外から聴き取りやアンケート調査等を実施した。 □  
実
施
し
た
事
項 

教職員からの聴き取り □  
関係児童・生徒からの聴き取りやアンケート調査 □  
学校以外の関係機関への聴き取り □  
その他（                         ） □  
 □  
 □  

事実関係を整理した。 □  
整理した事実関係を踏まえて評価し、再発防止策を検討した。 □  
報告書の作成、取りまとめをした。 □  

 
 
 
 ◆聴き取り調査・アンケート調査等における事前説明 

チェックポイント チェック 
聴き取り（又はアンケート）調査は、重大事態調査の一環として行うことを説明した。 □ 
重大事態調査は、可能な限り詳細に事実関係を確認し、事案への対処及び再発防止策
を講ずることが目的であることを説明した。 □ 

聴き取り内容・回答内容は、守秘義務が課された調査組織や調査主体の担当者でのみ
共有することを説明した。 □ 

説明日： 
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法に基づいて調査結果は対象児童・生徒、保護者に提供するとともに、関係児童・生
徒、保護者等にも説明等を行うことを説明した。 □ 

調査報告書を公表することとなった場合には、個人情報保護法に基づいて個人名及び
個人が識別できる情報は秘匿処理を行うとともに、人権やプライバシーにも配慮する
ことを説明した。 

□ 

聴き取り調査において、正確な記録を残すため録音機器等を活用する場合、録音機器
の使用について同意を得るとともに調査以外では聴き取り内容を活用しないことなど
を説明した。 

□ 

聴き取り内容等についてみだりに他者に話さないよう協力を求めた。 □ 
事前説明を行った日時、場所、内容等についても記録を残した。 □ 

 
 
 
 ◆調査中の対象児童・生徒、保護者への経過報告 

チェックポイント チェック 
調査がどの段階まで進んでいるか、今後のスケジュールなどについて説明した。 □ 
調査途中に新たな重要な事実が判明し、調査事項が増えた場合には、そのことを経過
報告の中で説明した。 □ 

聴き取った内容を調査報告書にまとめる際に、事実関係の認定に係る部分等について
「この記載で相違ないか」という視点で報告書を取りまとめる前に記載のある児童・
生徒、保護者に対して確認した。 

□ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

説明日： 
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【チェックリスト⑤】調査結果の説明・公表                       
 
●対象児童・生徒、保護者への調査結果の説明 

チェックポイント チェック 
調査報告書本体又はその概要版資料を提示又は提供した。 □ 
資料に基づいて、調査を通じて確認された事実関係（いじめ行為がいつ、誰から行わ
れ、どのような態様であったか、学校がどのように対応したか）、学校及び学校の設
置者の対応の検証、当該事案への対処及び再発防止策について説明した。 

□ 

調査報告書に記載されたいじめを行った児童・生徒等のプライバシーや人権への配慮
は必要であり、その際、いじめを行った児童・生徒、保護者等から同意を得られた範
囲で説明した。 
※なお、いたずらに個人情報保護を盾に説明を怠るようなことがあってはならない。 

□ 

必要に応じて、個人情報保護法第 70 条に基づき、漏えいの防止その他の個人情報の適
切な管理のために必要な措置を講ずるよう求めた。 □ 

重大事態調査結果を地方公共団体の長等に報告する際に対象児童・生徒、保護者から
の所見書を併せて地方公共団体の長等へ提出することが可能であることを説明した。 □ 

上記説明の際、意向の確認や提出する場合はいつ頃までに提出してほしいか目安等を
示した。 □ 

 
 
●いじめを行った児童・生徒、保護者への調査結果の説明 

チェックポイント チェック 
対象児童・生徒、保護者に説明した方針に沿って、いじめを行った児童・生徒、保護
者に対しても調査報告書の内容について説明した。 □ 

対象児童・生徒、保護者から自身に関する記載部分について事前に要望があれば、そ
の意向を踏まえて、該当箇所は伏せるなどの処理を行った上で、調査報告書の提示又
は提供、説明を行った。 

□ 

調査方法等のプロセスを含め、認定された事実を丁寧に伝えた。 □ 
 

説明日： 

説明日： 




